
日
本
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代
の
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と
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
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【要
約
】
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
と
は
、
集
団
間
に
支
配
・
被
支
配
が
成
立
す
る
背
景
を
、
疫
病
へ
の
免
疫
力
格
差
に
よ
っ
て
説
明
す
る
理
論
型
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
理
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
日
本
古
代
に
お
け
る
疫
病
の
構
造
的
理
解
を
目
指
す
。

日
本
古
代
の
疫
病
に
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
一
つ
は
、
国
外
か
ら
の
伝
播
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
大
宰
府
発
生
の
疫
病
で
あ

る
。
こ
の
タ
イ
プ
は
、
非
常
に
高
い
致
死
性
を
も
つ
が
、
発
生
は
稀
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
京
か
ら
伝
播
す
る
タ
イ
プ
の
疫
病
で
、
比
較
的
致
死
性
は

低
い
が
、
頻
繁
に
発
生
し
、
京
か
ら
徒
歩
一
〇
日
圏
内
か
ら
や
や
西
に
偏
る
範
囲
に
伝
播
す
る
。
両
タ
イ
プ
と
も
、
飢
饉
の
結
果
と
し
て
発
生
す
る
だ
け

で
な
く
、
さ
ら
な
る
飢
饉
の
誘
因
と
も
な
っ
た
。
奈
良
時
代
以
前
の
疫
病
は
、
大
き
な
被
害
を
被
っ
た
場
合
で
も
、
一
定
期
間
内
に
復
興
が
見
込
め
た
が
、

平
安
時
代
の
最
初
期
、
復
興
に
遅
延
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
疫
癘
間
発
と
い
う
疫
病
の
連
鎖
が
発
生
し
、
律
令
国
家
の
掌
握
す
る
人
口
と
田
地

に
大
き
な
損
害
を
与
え
た
。

史
林

一
〇
三
巻
一
号

二
〇
二
〇
年
一
月

第
一
章

日
本
古
代
疫
病
研
究
の
現
状

第
一
節

マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
と
は
何
か

日
本
古
代
の
疫
病
に
対
し
て
は
、
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
に
よ
り
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
病
名
の
特
定
や
治
療
法
の
解
明
を
行
う
医

学
史
的
方
法
に
始
ま
り①
、
社
会
史
の
分
野
で
も
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る②
。
制
度
史
の
分
野
で
は
、
医
療
制
度
の
研
究
が
高
い
到
達
点
を
示
し
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て
い
る③
。
御
霊
会
と
呼
ば
れ
る
疫
病
鎮
撫
行
事
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
は
、
政
治
史
や
宗
教
史
と
も
深
く
関
わ
り
合
う④
。

個
別
の
疫
病
は
偶
然
的
・
突
発
的
な
性
格
が
強
い
た
め
、
疫
病
を
構
造
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
様
々
な
困
難
が
伴
う
。
こ
の
困
難
な
課
題

に
取
り
組
み
、
高
い
評
価
を
得
て
い
る
の
が
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ェ
イ
ン
・
フ
ァ
リ
ス
氏
の
研
究
で
あ
る⑤
。
フ
ァ
リ
ス
氏
は
、
日
本
古
代
に
お

け
る
疫
病
を
分
析
し
、
そ
れ
が
「
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
」
に
極
め
て
整
合
的
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
ク
ニ
ー
ル
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
、
疫
病
と
支
配
の
関
係
モ
デ
ル

で
あ
る⑥
。

マ
ク
ニ
ー
ル
氏
は
、
人
類
の
歴
史
上
、
人
口
は
順
調
に
増
加
し
て
き
た
と
い
う
「
常
識
」
に
対
し
て
、
真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
た
。
疫
病
に

よ
る
激
し
い
人
口
減
は
決
し
て
珍
し
く
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
を
動
か
す
主
因
と
し
て
大
い
に
作
用
し
て
き
た
と
い
う
。
氏
は
、
人
類
の
歴
史

に
お
い
て
疫
病
が
果
た
し
た
影
響
の
大
き
さ
を
た
だ
強
調
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
免
疫
力
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
を
理
論
化
し
よ
う
と
し
た
。

そ
れ
は
、
ミ
ク
ロ
寄
生
と
マ
ク
ロ
寄
生
の
相
互
作
用
と
し
て
描
写
さ
れ
た
。
ミ
ク
ロ
寄
生
と
は
、
細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
な
ど
に
よ
る
人
体
の
侵
害
、

つ
ま
り
病
を
指
し
、
マ
ク
ロ
寄
生
と
は
、
人
間
に
よ
る
人
間
の
侵
略
、
つ
ま
り
略
奪
や
征
服
、
国
家
支
配
を
意
味
し
て
い
る
。
両
者
は
互
い
に

無
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
種
の
協
力
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
病
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
集
団
が
、
他
の

集
団
に
よ
る
侵
略
を
容
易
に
受
け
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
支
配
す
る
側
と
支
配
さ
れ
る
側
を
決
定
す
る
要
因
と
し
て
、
マ
ク
ニ
ー
ル

氏
が
着
目
し
た
の
が
、
免
疫
力
の
格
差
で
あ
っ
た
。
高
度
に
発
達
し
た
文
明
圏
で
は
、
人
口
が
密
集
し
、
疫
病
と
の
接
触
機
会
が
多
い
。
そ
の

た
め
、
文
明
圏
に
属
す
る
人
々
は
、
頻
繁
に
疫
病
に
見
舞
わ
れ
る
代
わ
り
に
、
高
い
免
疫
力
を
獲
得
し
、
ミ
ク
ロ
寄
生
と
の
間
に
安
定
し
た
関

係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
人
口
が
疎
ら
で
あ
っ
た
り
、
他
の
地
域
と
の
接
触
が
限
定
さ
れ
て
い
た
り
す
る
辺
境
で
は
、
疫
病
に
さ
ら

さ
れ
る
機
会
が
少
な
い
反
面
、
ひ
と
た
び
疫
病
が
流
入
し
た
時
に
は
、
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
辺
境
地
域
は
、
文

明
圏
に
よ
る
征
服
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
。
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
と
は
、
免
疫
力
格
差
に
よ
る
支
配
・
被
支
配
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
節

日
本
古
代
史
へ
の
影
響

以
上
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
を
、
積
極
的
に
日
本
古
代
史
へ
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
が
前
述
の
フ
ァ
リ
ス
氏
で
あ
る
。

氏
は
、
マ
ク
ニ
ー
ル
理
論
の
整
合
的
な
モ
デ
ル
事
例
と
し
て
、
古
代
の
日
本
列
島
を
取
り
上
げ
た
。
フ
ァ
リ
ス
氏
に
よ
る
と
、
日
本
列
島
は
、

島
国
で
あ
る
が
故
に
疫
病
の
流
入
が
限
定
的
だ
が
、
一
旦
こ
れ
が
流
入
す
れ
ば
決
定
的
な
打
撃
を
被
る
辺
境
地
域
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
尤
も
、

免
疫
力
格
差
が
原
因
で
、
列
島
が
外
部
の
文
明
圏
か
ら
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
史
書
か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
こ
で

フ
ァ
リ
ス
氏
は
、
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
を
限
定
的
に
解
し
、
日
本
に
お
け
る
疫
病
は
、（
一
）
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
、（
二
）
外
部
と
の

接
触
に
よ
る
疫
病
被
害
は
、
免
疫
力
格
差
に
よ
り
甚
大
な
も
の
と
な
る
、
と
い
う
二
点
に
絞
る
こ
と
で
整
合
を
図
っ
た
。

フ
ァ
リ
ス
氏
の
疫
病
研
究
の
画
期
性
は
、
古
代
の
疫
病
に
よ
る
死
亡
率
に
つ
い
て
、
信
頼
し
得
る
数
値
を
算
出
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
抑

も
、
古
代
の
疫
病
被
害
に
か
か
る
記
述
は
、
抽
象
的
で
不
確
か
な
表
現
が
多
い
た
め
、
普
通
は
被
害
の
程
度
を
具
体
的
な
数
値
で
示
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、「
亡
没
殆
半
」（『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
六
月
壬
子
条
）
と
記
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
死
者
が
五
〇
％
近
く
に
達
し
た

と
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
う
し
た
記
述
に
は
、
誇
張
的
・
修
辞
的
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
こ

で
フ
ァ
リ
ス
氏
は
、
八
世
紀
の
財
政
文
書
で
あ
る
正
税
帳
に
着
目
し
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
疫
病
の
被
害
状
況
を
算
出
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
の
で
あ
る
。

正
税
帳
と
は
、
郡
の
正
倉
に
収
納
さ
れ
た
稲
（
こ
れ
を
正
税
と
い
う
）
の
収
支
を
記
録
し
た
帳
簿
で
あ
り
、
郡
の
上
位
機
関
で
あ
る
国
が
取
り

ま
と
め
て
朝
廷
へ
提
出
し
た
。
国
全
体
の
デ
ー
タ
を
集
計
し
た
首
部
と
、
各
郡
の
内
訳
で
あ
る
郡
部
か
ら
成
る
。

現
存
す
る
正
税
帳
の
年
紀
は
、
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
九
）
の
前
期
に
集
中
し
て
い
る
。
首
尾
完
存
し
て
い
る
も
の
は
残
念
な
が
ら
皆
無

で
あ
る
が
、
天
平
九
年
の
も
の
だ
け
で
も
、
畿
内
・
東
海
道
・
山
陰
道
・
山
陽
道
・
西
海
道
の
各
国
の
情
報
が
残
さ
れ
て
お
り
、
列
島
全
体
を

見
通
し
た
分
析
が
可
能
で
あ
る
。
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表一

国 郡
⒜出挙稲

[束]
⒝免税稲

[束]
免税率＝
⒝/⒜[％]

⒞未納稲
[束]

未納率＝
⒞/⒜[％]

豊後 球珠 6,212 1,850 30 1,630 26

豊後 直入 4,536 1,420 31 1,313 29

長門 81,303 11,231 14 15,193.7 19

豊浦 (6,338) (595) (9) (3,973.7) (63)

和泉 30,000 13,060 44 2,012 7

日根 (8,000) (1,810) (23) (1,646) (21)

駿河 益頭 27,900 9,456 34 0 0

(某) 37,400 11,082 30 0 0

合 計 187,351 48,099 26 20,148.7 11

正
税
帳
に
記
載
さ
れ
る
正
税
収
入
の
う
ち
、
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
の
が
、
出
挙

の
運
用
益
で
あ
る
。
出
挙
と
は
、
春
と
夏
に
稲
を
貸
し
付
け
、
秋
に
利
子
を
つ
け
て
返
済

さ
せ
る
経
済
活
動
で
あ
る
。
た
だ
し
、
出
挙
を
受
け
た
債
務
者
が
返
済
前
に
死
亡
し
た
場

合
、
利
子
だ
け
で
な
く
元
本
ま
で
全
て
返
済
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
出
挙

さ
れ
た
稲
の
う
ち
、
債
務
者
死
亡
に
よ
り
不
履
行
と
な
っ
た
も
の
の
割
合
を
こ
こ
で
は
免

税
率
と
呼
ぶ
。
全
て
の
人
が
出
挙
を
受
け
る
訳
で
は
な
い
が
、
出
挙
を
受
け
た
者
に
限
っ

て
死
亡
す
る
と
は
一
般
に
考
え
に
く
い
た
め
、
免
税
率
は
死
亡
率
に
近
似
す
る
と
い
う
前

提
が
成
り
立
つ⑦
。
こ
の
前
提
の
も
と
フ
ァ
リ
ス
氏
が
示
し
た
成
果
に
、
所
要
の
修
正⑧
を
加

え
る
と
表
一
の
と
お
り
と
な
る⑨
。
こ
の
表
に
よ
る
と
、
天
平
九
年
の
免
税
率
は
二
六
％
で

あ
っ
た
。
こ
れ
が
同
年
の
死
亡
率
と
推
定
さ
れ
る
。

な
お
、
未
納
率
と
は
、
債
務
者
は
生
き
て
い
る
が
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
期
限
ま
で

に
返
済
で
き
な
か
っ
た
稲
の
割
合
を
指
す
。
天
平
九
年
の
未
納
率
は
、
平
年
に
比
べ
、
高

い
数
値
を
記
録
し
て
い
る
。
未
納
率
は
死
亡
率
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
と
み
ら
れ
る
が⑩
、

疫
病
に
よ
る
経
済
的
損
失
を
推
定
す
る
上
で
は
有
効
な
デ
ー
タ
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ァ
リ
ス
氏
は
、
天
平
九
年
の
疫
病
被
害
が
全
国
平
均
し
て
二
六
％

に
も
上
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
。
瞠
目
す
べ
き
成
果
と
い
え
よ
う
。

尤
も
、
こ
の
数
値
に
は
、
さ
ら
に
上
方
修
正
・
下
方
修
正
を
要
す
る
事
情
が
想
定
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
、
下
方
修
正
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
舟
尾
好
正
氏
は
、
正
税
帳
に
み
え
る

免
税
率
が
実
態
よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た⑪
。
舟
尾
氏
の
研
究
は
合
理
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的
論
拠
を
も
つ
た
め
、
帳
簿
の
作
為
性
自
体
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は
、
そ
の
作
為
性
は
、
正
税
帳
の
免
税
率
と
実
際
の
死
亡

率
と
の
間
に
大
き
な
乖
離
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
、
天
平
九
年
以
外
の
年
の

免
税
率
で
あ
る
。
天
平
二
年
が
八
％
、
同
四
年
が
七
％
、
同
六
年
が
五
％
、
同
八
年
が
一
％
、
同
一
〇
年
が
四
％
、
同
一
一
年
が
二
％
と
算
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
サ
ン
プ
ル
数
に
恵
ま
れ
な
い
年
も
あ
る
の
で
、
参
考
数
値
の
域
を
出
な
い
が
、
天
平
九
年
の
免
税
率
が
突
出
し
て
高
い

こ
と
、
そ
の
一
方
で
免
税
率
が
一
〜
二
％
に
と
ど
ま
る
年
も
珍
し
く
な
か
っ
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。
こ
の
一
〜
二
％
と
い
う
数
値
は
、
神
亀

三
年
（
七
二
六
）
山
背
国
愛
宕
郡
出
雲
鄕
雲
上
里
・
雲
下
里
計
帳
か
ら
推
定
で
き
る
年
間
死
亡
率
一
％
と
矛
盾
し
な
い⑫
。
以
上
の
事
実
を
踏
ま

え
れ
ば
、
フ
ァ
リ
ス
氏
の
推
計
数
値
に
大
き
な
下
方
修
正
は
要
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
上
方
修
正
は
、
地
域
ご
と
の
人
口
格
差
に
よ
る
補
正
で
あ
る
。
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
人
口
密
集
地

帯
は
疫
病
の
被
害
を
受
け
や
す
い
。
フ
ァ
リ
ス
氏
は
、
表
一
に
示
さ
れ
た
各
国
の
内
、
特
に
被
害
が
限
定
的
な
長
門
国
の
デ
ー
タ
を
除
外
す
る

と
、
免
税
率
が
三
五
％
に
ま
で
跳
ね
上
が
る
こ
と
に
注
目
し
、
全
国
平
均
死
亡
率
を
二
五
％
〜
三
五
％
と
上
方
修
正
し
た
。
や
や
大
雑
把
な
修

正
方
法
で
は
あ
る
が
、
表
一
の
二
六
％
と
い
う
数
値
が
、
長
門
国
（
た
ま
た
ま
一
国
全
体
の
デ
ー
タ
が
現
存
す
る
）
に
よ
っ
て
引
き
ず
ら
れ
て
い
る

節
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
畿
内
に
あ
た
る
和
泉
監
（
監
は
国
に
准
じ
る
特
別
行
政
区
画
）
の
免
税
率
が
四
四
％
と
い
う
壊
滅
的
数
値
を
示
し

て
い
る
点
も
注
目
に
値
す
る
。
和
泉
監
で
す
ら
こ
の
数
値
で
あ
れ
ば
、
最
も
人
口
が
集
中
す
る
京
内
の
被
害
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
節

残
さ
れ
た
課
題

天
平
九
年
の
疫
病
被
害
の
実
態
に
迫
る
上
で
、
フ
ァ
リ
ス
氏
の
研
究
は
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
古
代
の
疫
病
を
構
造
的
に

見
通
そ
う
と
す
る
時
、
残
さ
れ
た
課
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
氏
の
研
究
は
、
著
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、
西
暦
六
四
五
年
か
ら
九

〇
〇
年
を
分
析
対
象
と
す
る
と
謳
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
詳
し
い
分
析
が
行
わ
れ
た
疫
病
は
、
天
平
七
・
九
両
年
の
も
の
の
み
で
あ
っ
た
。

フ
ァ
リ
ス
氏
は
、
日
本
列
島
に
は
外
部
か
ら
繰
り
返
し
疫
病
が
流
入
し
、
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
こ
の
結
論
に
関
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わ
っ
て
、
天
平
の
疫
病
前
後
の
状
況
に
つ
い
て
も
若
干
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
分
析
対
象
と
な
っ
た
事
例
は
ご
く
わ
ず
か
に
過
ぎ
な
い

し
、
そ
の
解
釈
に
も
少
な
か
ら
ず
疑
義
が
あ
る
。
天
平
九
年
の
疫
病
に
み
ら
れ
た
状
況
が
、
そ
れ
以
外
の
古
代
疫
病
に
ど
の
程
度
妥
当
す
る
の

か
、
と
い
う
問
題
は
、
依
然
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
国
外
か
ら
の
疫
病
流
入
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
評
価
す
る
必
要
を
感
じ
る
。

マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
で
示
さ
れ
た
、
疫
病
と
人
口
格
差
の
理
論
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
日
本
と
海
外
と
の
格
差
だ
け
で
な
く
、
日
本
国
内

に
お
け
る
都
鄙
間
格
差
は
や
は
り
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
近
年
、
今
津
勝
紀
氏
は
、
日
本
古
代
の
疫
病
伝
播
に
関
し
て
、
都
城
を
中
心
と
し

た
交
通
の
影
響
を
強
調
し
て
い
る⑬
。
最
も
人
口
が
密
集
し
て
い
た
都
城
こ
そ
、
疫
病
の
温
床
で
あ
り
、
都
城
へ
と
集
め
ら
れ
る
運
脚
た
ち
が
疫

病
の
運
び
手
で
あ
っ
た
と
い
う
。
歴
史
人
口
学
の
立
場
か
ら
も
、
都
市
と
い
う
も
の
が
も
つ
一
般
的
性
質
と
し
て
、
人
口
の
過
剰
流
入
と
こ
れ

を
原
因
と
す
る
大
量
死
が
指
摘
さ
れ
て
き
た⑭
。
た
だ
し
、
古
代
疫
病
の
動
態
に
基
づ
く
検
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

天
平
九
年
の
疫
病
で
は
、
全
国
平
均
の
死
亡
率
が
二
六
％
と
算
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
同
年
に
お
け
る
四
位
以
上
貴
族
の
死
亡
率
は
三

三
％
で
あ
っ
た⑮
。
貴
族
は
一
般
的
に
栄
養
状
態
が
良
い
上
、
十
分
な
治
療
を
受
け
ら
れ
る
環
境
下
に
あ
っ
た
か
ら
、
た
と
え
罹
患
し
て
も
、
死

亡
す
る
確
率
は
貴
族
以
外
の
人
間
に
比
べ
て
低
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
死
亡
率
は
、
駿
河
国
や
豊
後
国
に
お
け
る
一
般
公
民

の
死
亡
率
（
免
税
率
）
と
比
べ
て
も
、
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
。
都
城
と
い
う
場
が
い
か
に
疫
病
の
被
害
を
受
け
や
す
い
か
は
容
易
に

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
フ
ァ
リ
ス
氏
も
列
島
内
の
人
口
格
差
と
疫
病
被
害
の
相
関
は
考
慮
に
入
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
問

題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
疫
病
の
発
生
源
と
伝
播
の
方
向
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
疫
病
の
事
例
を
個
別
に
確
認
し
、
そ
の
伝
播
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
疫
病
と
律
令
国
家
の
関
係

に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
と
変
化
を
論
じ
た
い
。
分
析
対
象
は
、
西
暦
九
〇
〇
年
以
前
と
し
て
お
く
。
こ
の
時
期
で
区
切
っ
た
の
は
、
フ
ァ
リ
ス

氏
に
倣
っ
た
た
め
、
だ
け
で
は
な
く
、
後
述
の
と
お
り
、
史
料
の
残
存
状
況
が
関
係
し
て
い
る
。
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①

富
士
川
游
『
日
本
疾
病
史
』（
平
凡
社
、
一
九
六
九
年
、
初
出
一
九
一
二
年
）、

服
部
敏
良
『
奈
良
時
代
医
学
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
初
出

一
九
四
五
年
）、
同
『
平
安
時
代
医
学
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、

初
出
一
九
五
五
年
）
な
ど
。

②

新
村
拓
『
日
本
医
療
社
会
史
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）、

速
水
融
・
町
田
洋
（
編
）『
講
座
﹇
文
明
と
環
境
﹈
7
人
口
・
疫
病
・
災
害
』（
朝

倉
書
店
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

③

丸
山
裕
美
子
『
日
本
古
代
の
医
療
制
度
』（
名
著
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
）。

④

御
霊
会
に
つ
い
て
本
稿
で
本
格
的
に
論
じ
る
用
意
は
な
い
が
、
近
年
で
は
西
本

昌
弘
『
早
良
親
王
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）
が
、
諸
国
御
霊
会
の
成
立

過
程
を
明
解
に
論
じ
る
中
で
先
行
研
究
を
整
理
し
て
い
る
。

⑤

W
.
W
.
Farris
‘PO
PU
LA
T
IO
N
,
D
E
SE
A
SE
,
A
N
D
LA
N
D
IN

E
A
R
LY
JA
PA
N
,
645-900’
H
arvard,
1985.

⑥

Ｗ
．Ｈ
．マ
ク
ニ
ー
ル
『
疫
病
と
世
界
史
』、
佐
々
木
昭
夫
訳
、
新
潮
社
、
一
九

八
五
年
（
文
庫
版
：
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
、
原
著
：
Plagues
and

peoples,
T
H
E
CA
M
E
LO
T
PR
E
SS
LT
D
,
1977）

⑦

舟
尾
好
正
「
出
挙
の
実
態
に
関
す
る
一
考
察

備
中
国
大
税
負
死
亡
人
帳
を

中
心
と
し
て

」（『
史
林
』
第
五
六
巻
第
五
号
、
一
九
七
三
年
）
は
、
正
税
帳

の
免
税
率
に
は
操
作
が
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
詳
し
く
は

後
述
。

⑧

フ
ァ
リ
ス
氏
の
帳
簿
の
取
り
扱
い
は
、
基
本
的
に
精
緻
な
も
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
正
税
帳
の
未
納
記
載
方
式
に
は
、
元
本
単
独
表
示
と
元
利
合
計
表
示
の
二

種
類
が
あ
り
、
ど
ち
ら
の
方
式
を
採
る
か
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
氏
は
そ
の

差
異
を
正
し
く
区
別
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
ご
く
単
純
な
計
算
方
法
や
事
実
認
定

に
過
誤
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
今
回
修
正
を
加
え
た
。

具
体
的
に
指
摘
す
る
と
、
ま
ず
計
算
方
法
に
つ
い
て
、
フ
ァ
リ
ス
氏
は
稲
穀

（
籾
の
つ
い
た
状
態
の
米
粒
）
五
升
を
穎
稲
（
穂
首
刈
り
さ
れ
た
稲
穂
）
一
束
に

換
算
し
て
い
る
が
、
当
時
の
換
算
式
は
、
穎
稲
一
束
＝
稲
穀
一
斗
＝
米
（
籾
を
取

り
除
い
た
玄
米
）
五
升
で
あ
り
、
稲
穀
と
米
が
混
同
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
免
税

率
な
ど
数
値
の
計
算
に
お
い
て
、
小
数
点
以
下
の
処
理
が
不
統
一
で
あ
っ
た
た
め
、

今
回
、
四
捨
五
入
に
統
一
し
た
。

事
実
認
定
に
関
し
て
は
、
天
平
七
年
（
七
三
五
）
か
ら
同
九
年
（
七
三
七
）
ま

で
三
年
間
、
疫
病
の
流
行
が
継
続
し
た
と
判
断
し
、
天
平
八
年
の
薩
摩
国
の
デ
ー

タ
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
の
誤
読
で
あ

り
、
天
平
八
年
に
は
疫
病
は
一
時
沈
静
化
し
て
い
た
。
実
際
、
八
年
の
薩
摩
国
の

免
税
率
は
一
％
、
未
納
率
は
〇
％
で
あ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
疫
病
の
な
い
平
年
の

デ
ー
タ
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
た
め
、
本
表
か
ら
は
除
外
し
た
。

従
来
、
フ
ァ
リ
ス
氏
の
成
果
は
、
天
平
七
年
か
ら
同
九
年
の
疫
病
被
害
を
合
計

し
て
数
値
化
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
き
た
し
、
フ
ァ
リ
ス
氏
自
身
も
そ
の
よ
う

に
論
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
天
平
七
年
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
が
存
在

し
な
い
た
め
、
数
値
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
氏
の
功
績
は
、

天
平
九
年
単
年
度
の
死
亡
率
を
算
出
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑨

(
）
で
括
っ
た
数
値
は
郡
部
の
数
値
で
あ
る
が
、
各
郡
を
合
算
し
た
首
部
の

数
値
が
現
存
し
て
い
る
た
め
、
合
計
に
は
算
入
さ
れ
な
い
。

⑩

未
納
稲
に
は
、
生
死
確
認
が
ま
だ
で
き
て
い
な
い
者
へ
の
出
挙
稲
が
含
ま
れ
る

と
い
う
推
定
も
あ
る
（
福
原
栄
太
郎
「
再
び
天
平
九
年
の
疫
病
流
行
と
そ
の
影
響

に
つ
い
て
」、
橋
本
政
良
（
編
）『
環
境
歴
史
学
の
視
座
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇

二
年
）。

⑪

舟
尾
好
正
「
出
挙
の
実
態
に
関
す
る
一
考
察

備
中
国
大
税
負
死
亡
人
帳
を

中
心
と
し
て

」（
前
掲
）。

⑫

こ
の
数
値
は
、
現
代
の
死
亡
率
と
も
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
。
古
代
の
社
会
は
高

齢
者
が
少
な
い
た
め
、
自
然
的
悪
条
件
に
見
舞
わ
れ
な
か
っ
た
年
で
あ
れ
ば
、
死

亡
率
は
こ
の
程
度
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

⑬

今
津
勝
紀
「
税
の
貢
進

貢
調
脚
夫
の
往
還
と
古
代
社
会

」（
舘
野
和
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己
・
出
田
和
久
（
編
）『
日
本
古
代
の
交
通
・
交
流
・
情
報
1
制
度
と
実
態
』、
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）、
同
「
日
本
古
代
の
自
然
環
境
と
災
害
」（
鈴
木
靖

民
・
金
子
修
一
・
田
中
史
生
・
李
成
市
（
編
）『
日
本
古
代
交
流
史
入
門
』、
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
七
年
）。

⑭

速
水
融
『
歴
史
人
口
学
の
世
界
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
な
ど
。

⑮

高
田
淳
「
長
門
国
正
税
帳
」（
林
陸
朗
・
鈴
木
靖
民
（
編
）『
復
元
天
平
諸
国
正

税
帳
』、
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
五
年
）。

第
二
章

日
本
古
代
疫
病
研
究
の
前
提

疫
病
伝
播
の
様
子
を
検
証
す
る
に
先
立
ち
、
注
意
す
べ
き
前
提
に
つ
い
て
史
料
の
状
況
を
中
心
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
一
節

疫
病
の
定
義
と
認
識

当
時
の
疫
病
発
生
は
、
史
料
上
、「
疫
」
と
表
示
さ
れ
る
。

史
料
一
『
令
集
解
』
公
式
令
50
国
有
瑞
条

﹇
本
文
﹈
凡
国
有
壱大
瑞
、
及
軍
機
、
災
異
、
疫
疾
、
境
外
消
息
一者
、
各
遣
飲使
馳
駅
申
上
。

﹇
跡
記
﹈
疫
、
謂
、
勘
壱計
国
内
疾
人
一、
異
壱於
常
年
一者
、
馳
駅
耳
。

律
令
体
制
下
の
各
国
に
は
、
何
ら
か
の
異
常
事
態
が
発
生
す
る
と
、
早
馬
で
中
央
ま
で
報
告
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。「
疫
疾
」
も
ま

た
、
早
馬
で
報
告
す
べ
き
事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
跡
記
（
平
安
時
代
初
期
に
成
立
し
た
法
律
注
釈
書
）
は
、
疫
の
定
義
と
し
て
、

「
国
内
の
疾
人
を
勘
計
し
て
、
常
年
に
異
な
ら
ば
、
馳
駅
す
る
の
み
」
と
解
説
を
加
え
て
い
る
。「
疫
」
と
は
、
制
度
上
、
平
年
よ
り
病
人
が

多
い
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、「
疫
」
と
表
示
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
現
代
の
我
々
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
疫
病
、
す
な
わ
ち
感
染
症

と
は
限
ら
な
い
（
食
中
毒
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
害
人
数
が
多
け
れ
ば
、「
疫
」
と
呼
称
さ
れ
る
だ
ろ
う
）。
現
代
の
「
感
染
症
」
に
直
接
対

応
す
る
言
葉
を
、
日
本
古
代
の
漢
文
史
料
上
に
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
当
時
の
社
会
に
お
い
て
、
ウ
イ
ル
ス
や
細
菌
の
知
識

は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
「
疫
」
が
「
時
気
（
ト
キ
ノ
ケ
）」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
西
洋
の
疫
病
研
究
史
に
お
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い
て
知
ら
れ
る
「
瘴
気
」
の
よ
う
な
も
の①
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
無
理
も
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
こ
の
事
実
は
、「
病
に
は
感
染
性
を
も
つ
も
の
が
存
在
す
る
」
と
い
う
認
識
を
当
時
の
人
々
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
い
。
彼
ら
は
こ
の
事
実
を
、
経
験
的
に
知
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る②
。
弘
仁
一
三
年
（
八
二
二
）
の
太
政
官
符
に
は
次

の
よ
う
に
み
え
る
。

史
料
二
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
七
募
賞
事

太
政
官
符

応
鰯養
壱活
疫
病
百
姓
一者
賜
壱出
身
一叙
芋位
階
茨事

右
、
得
壱大
宰
府
解
一偁
、
管
九
国
三
嶋
、
疫
病
気
方
発
、
或
挙
飲家
病
臥
、
無
壱人
看
養
一、
或
合
飲門
死
絶
、
無
壱葬
歛
者
一。
被
壱右
大
臣
宣
一偁
、

奉
飲勅
、
如
聞
、
閭
閻
之
間
、
疫
病
発
則
称
壱謂
移
染
一、
曽
不
壱往
来
一、
近
親
之
間
、
猶
有
壱斯
忌
一。
因
飲茲
、
水
漿
之
資
、
不
飲得
飲適
飲口
、
滋

味
之
願
、
不
飲能
飲従
飲情
、
百
姓
夭
折
、
無
飲不
飲由
飲此
。
言
壱念
於
此
一、
深
以
矜
歎
。
夫
死
生
有
飲命
、
脩
短
定
焉
。
仁
靡
飲不
飲酬
、
徳
必
有

飲報
。
豈
行
壱仁
徳
一、
還
罹
壱其
咎
一。
黎
民
之
愚
、
遂
致
壱斯
惑
一。
於
飲事
商
量
、
理
不
飲合
飲然
。
宜
鰯仰
壱府
官
一、
重
加
壱約
束
一、
勤
令
壱医
療
一、

酬
芋彼
労
効
茨。
其
法
、
養
壱活
病
者
一卅
人
以
上
、
白
丁
入
壱於
内
考
一。
自
壱入
色
一至
壱初
位
一、
毎
壱十
人
一加
壱一
階
一。
初
位
至
壱八
位
以
上
一、
毎
壱

廿
人
一加
壱一
階
一。
外
考
入
壱内
考
一者
減
飲半
。
若
養
越
壱此
法
一者
、
録
飲名
言
上
、
量
壱其
形
迹
一、
授
以
壱五
位
一。
但
養
壱二
等
以
上
親
一者
、
不

飲在
壱此
限
一者
。
仍
須
鰯委
壱専
当
官
一、
精
加
壱採
訪
一、
療
養
訖
則
具
録
言
上
茨。
至
壱于
仲
秋
一、
惣
従
壱停
止
一。

弘
仁
十
三
年
三
月
廿
六
日

傍
線
部
に
よ
る
と
、
疫
病
が
発
生
し
た
時
、
人
々
は
「
移
染
」
と
称
し
て
病
人
の
も
と
を
決
し
て
訪
れ
な
い
よ
う
に
し
て
お
り
、
そ
の
病
人
が

近
親
で
あ
る
場
合
で
す
ら
忌
避
し
て
近
づ
か
な
い
と
い
う
。

弘
仁
一
三
年
の
事
例
は
、
大
宰
府
が
管
す
る
九
国
三
嶋
、
つ
ま
り
現
在
の
九
州
地
方
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
全
国
的
に

も
定
着
し
て
い
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
四
年
（
八
〇
五
）
七
月
壬
辰
条
に
は
、「
勅
、
如
聞
、
疫
癘
之
時
、
民
庶
相
憚
、
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不
飲通
壱水
火
一。
存
壱心
救
療
一、
何
有
壱死
亡
一。
父
子
至
親
、
畏
忌
無
飲近
、
隣
里
疎
族
、
更
復
何
言
。
亡
者
衆
多
、
事
在
壱於
此
一。
宜
鰯喩
壱所
司
一、

務
存
芋匍
匐
茨。
若
不
壱遵
改
一、
随
即
科
処
。」
と
の
記
事
が
見
え
て
い
る
し
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
七
募
賞
事
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
四
月
二
九

日
太
政
官
符
に
お
い
て
も
、
陸
奥
出
羽
両
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
疫
病
流
行
の
報
に
対
し
、「
如
聞
、
郷
閭
之
間
、
疫
病
発
動
、
則
称
壱染
着
一、

曽
不
壱至
問
一。
因
飲茲
富
豪
之
家
積
飲穀
猶
餓
、
況
乎
貧
乏
之
輩
有
壱何
生
理
一」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
経
験
科
学
を
、
日
本
古
代
の
律
令
国
家
が
公
式
に
採
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
弘
仁
一
三
年
太
政
官
符
（
史
料
二
）

に
よ
る
と
、「
移
染
」
を
恐
れ
た
人
々
が
病
人
に
近
づ
く
こ
と
を
忌
避
し
た
た
め
、
病
人
は
看
護
を
受
け
ら
れ
ず
に
死
ん
で
い
く
こ
と
が
少
な

く
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
律
令
国
家
は
、
こ
の
結
果
を
重
く
見
て
、
病
人
忌
避
を
「
黎
民
之
愚
、
遂
致
壱斯
惑
一」、
つ
ま
り
愚
か
な
民
の
惑
い

で
あ
る
と
断
じ
た
の
で
あ
る
。
人
の
寿
命
と
い
う
も
の
は
元
々
決
ま
っ
て
い
る
し
、
病
人
を
看
護
す
る
と
い
う
仁
徳
を
積
み
な
が
ら
悪
い
報
い

を
受
け
る
こ
と
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
屈
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
理
屈
が
、
当
時
の
支
配
者
層
の
一
般
認
識
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
に

は
、
役
使
し
て
い
た
僕
隷
が
病
気
に
か
か
る
と
路
辺
に
追
い
出
す
主
人
が
問
題
視
さ
れ
、
京
と
畿
内
に
対
し
て
取
り
締
ま
り
が
行
わ
れ
て
い
る

（『
類
聚
国
史
』
七
九
禁
制
）。
ま
た
、
大
宰
府
続
命
院
設
置
の
由
緒
に
は
、
大
宰
府
管
内
諸
国
に
お
い
て
公
私
の
施
設
に
寄
寓
す
る
人
々
が
、
病

に
な
っ
た
途
端
に
追
い
出
さ
れ
て
い
た
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
一
二
月
癸
酉
条
）。
病
人
が
追
い
出
さ
れ

る
の
は
、
労
働
力
と
し
て
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
か
ら
、
と
い
う
側
面
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
忌
死
、
つ
ま
り
死
の
穢
れ
を
忌
む
意
識
も
介
在
し

て
い
た
。
だ
が
、
両
ケ
ー
ス
と
も
、
看
護
す
れ
ば
回
復
の
見
込
み
の
あ
る
者
ま
で
追
い
出
す
た
め
に
、
彼
ら
を
餓
死
さ
せ
て
し
ま
う
点
が
問
題

視
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
病
の
感
染
そ
の
も
の
も
忌
避
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
弘
仁
四
年
の
ケ
ー
ス
で
は
、

取
り
締
ま
り
の
対
象
に
五
位
以
上
の
貴
族
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
続
命
院
の
ケ
ー
ス
で
は
、
官
司
も
病
人
追
い
出
し
の
張
本
人
で
あ
っ
た
。

弘
仁
一
三
年
官
符
の
理
屈
は
、
当
時
の
仏
教
・
儒
教
的
合
理
主
義
に
は
叶
う
も
の
に
違
い
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
支
配
者
層
の
意
識
に
浸
透
し

て
い
た
と
は
到
底
言
え
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
理
屈
が
律
令
国
家
の
公
式
見
解
で
あ
る
以
上
、
病
人
か
ら
の
感
染
を
前
提
と
し
た
防
疫

16 ( 16 )



対
策
が
採
ら
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た③
。

第
二
節

疫
病
記
事
と
疫
病
対
策

疫
病
に
関
す
る
情
報
は
六
国
史
等
の
史
書
に
頻
見
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
疫
」
の
定
義
に
は
、
前
節
で
み
た
よ
う
な
問
題
が
あ
る
た
め
、

散
発
的
な
疫
病
で
は
な
く
、
列
島
に
広
く
感
染
を
広
げ
た
疫
病
を
中
心
に
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
、
関
連
史
料
を
扱
う
に
当
た
っ

て
、
留
意
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。

ま
ず
、
史
料
採
録
方
針
の
問
題
で
あ
る
。
疫
病
の
記
事
が
残
る
か
否
か
は
、
史
書
の
採
録
方
針
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
特
に
、『
日
本
後

紀
』
以
降
、
疫
病
発
生
場
所
を
示
す
記
事
は
極
端
に
減
少
す
る
。
疫
病
が
ど
こ
で
発
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
詳
細
な
記
録
を
残
す
の
は
、

『
続
日
本
紀
』
だ
け
の
特
徴
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
結
果
、
八
世
紀
末
以
降
、
疫
病
の
伝
播
の
在
り
方
を
確
認
す
る
こ
と
は
よ
り
困
難

と
な
り
、「
天
下
」
に
疫
病
が
発
生
し
た
、
と
い
う
曖
昧
な
記
事
に
よ
っ
て
、
全
国
的
疫
病
の
発
生
を
感
知
し
得
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
く
。

史
料
の
状
況
に
関
す
る
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
疫
病
は
た
だ
発
生
す
る
だ
け
で
は
史
料
と
し
て
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
、

疫
病
に
対
し
て
何
ら
か
の
国
家
的
対
策
が
な
さ
れ
て
初
め
て
、
疫
病
発
生
の
事
実
は
史
書
に
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、「
越
後
国

言
飲疫
。
給
壱医
薬
一救
飲之
。」（『
続
日
本
紀
』
文
武
二
年
（
六
九
八
）
三
月
丁
卯
条
）、「
近
江
紀
伊
二
国
疫
。
給
壱医
薬
一療
飲之
。」（
同
四
月
壬
辰
条
）
と

い
っ
た
具
合
に
、
医
薬
支
給
な
ど
の
対
策
が
あ
れ
ば
記
述
さ
れ
る
。
し
か
し
、
疫
病
発
生
の
事
実
そ
れ
自
体
は
、
是
年
条
と
し
て
総
括
的
に
述

べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

疫
病
対
策
記
事
の
内
容
は
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、
様
々
な
観
点
か
ら
分
類
で
き
る
が
、
疫
病
伝
播
の
在
り
方
を
復
元
し
て
い
く
た
め
に
、
次

の
二
つ
に
分
類
し
て
お
く
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
緊
急
措
置
と
し
て
の
疫
病
対
策
で
あ
る
。
疫
病
の
発
生
が
関
知
さ
れ
た

時
に
す
ぐ
さ
ま
採
ら
れ
る
対
策
で
、
賑
給
と
い
う
食
料
支
給
や
医
者
の
派
遣
、
薬
の
分
配
な
ど
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
を
い
ま
Ａ
型
と
仮
称

す
る
。
第
二
に
、
事
後
措
置
と
し
て
の
疫
病
対
策
で
あ
る
。
疫
病
が
原
因
で
疲
弊
著
し
い
地
域
に
対
し
、
租
税
を
免
除
す
る
場
合
な
ど
が
当
て
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は
ま
る
。
Ｂ
型
と
仮
称
す
る
。

Ａ
型
の
記
事
は
、
対
策
の
取
ら
れ
た
時
期
と
疫
病
の
発
生
時
期
が
近
接
し
て
お
り
、
記
事
の
日
付
は
そ
の
ま
ま
疫
病
発
生
時
期
の
近
似
値
と

し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
Ｂ
型
の
場
合
、
正
確
な
発
生
時
期
は
知
り
得
な
い
。
少
な
く
と
も
、
史
料
の
日
付
、
つ
ま
り
対
策

が
行
わ
れ
た
日
付
を
も
っ
て
、
疫
病
発
生
時
期
を
示
す
も
の
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
Ａ
型
の
場
合
、
対
策
の
取
ら
れ
た
理
由

が
疫
病
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
が
、
Ｂ
型
の
場
合
は
疫
病
が
主
た
る
要
因
と
は
限
ら
な
い
。
対
策
の
取
ら
れ
た
地
域
は
何
ら
か
の
理
由
で
疲
弊

し
て
い
る
の
だ
が
、
疫
病
は
そ
の
疲
弊
理
由
の
一
部
を
構
成
す
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
も
あ
る
。
Ａ
型
と
Ｂ
型
は
、
史
料
の
性
質
を
確
認
す
る
た

め
の
便
宜
的
分
類
に
過
ぎ
な
い
が
、
Ｂ
型
の
記
事
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
増
え
て
い
く
た
め
、
そ
れ
だ
け
史
料
の
精
度
が
落
ち
て
い
く
点
に

は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
疫
病
対
策
に
変
化
が
み
ら
れ
る
点
も
厄
介
で
あ
る
。
実
際
に
起
こ
っ
た
疫
病
で
は
な
く
、
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
疫
病
、
つ
ま
り

予
言
さ
れ
た
疫
病
に
対
し
て
、
こ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
防
ぐ
た
め
の
対
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
実
際
に
起
こ
っ
た
疫
病
に
対
す
る
対
策
よ

り
も
徐
々
に
比
重
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
観
す
ら
あ
る
。
結
果
、
実
際
の
疫
病
発
生
を
伝
え
て
く
れ
る
史
料
は
更
に
減
少
し
て
い
く
。
疫
病
予

言
の
初
例
は
、
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）、
藤
原
仲
麻
呂
政
権
下
に
お
い
て
、
陰
陽
寮
（
同
年
に
大
史
局
と
改
称
）
が
「
九
宮
経
」
に
基
づ
い
て

行
っ
た
も
の
で
（『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
八
月
丁
巳
条
）、
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
延
暦
一
五
年
、
肥
後
国
の
神
霊
池
の

水
が
涸
れ
る
と
い
う
怪
異
に
際
し
て
再
び
姿
を
現
し
（『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
五
年
七
月
辛
亥
条
）、
以
後
は
一
般
化
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
記
事

は
、
実
際
の
疫
病
の
伝
播
状
況
を
知
ろ
う
と
す
る
上
で
は
全
く
役
に
立
た
な
い
。

疫
病
関
連
記
事
に
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
節

疫
病
報
告
制
度

最
後
に
、
疫
病
報
告
制
度
に
つ
い
て
も
概
観
し
て
お
き
た
い
。
疫
病
の
情
報
の
信
憑
性
は
、
こ
の
制
度
の
機
能
如
何
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
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あ
る
。

「
疫
疾
」
が
発
生
し
た
時
に
は
、
諸
国
が
そ
れ
ぞ
れ
速
や
か
に
中
央
政
府
へ
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
（
史
料
一
）。
こ
れ
は
養
老
令
に

定
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
大
宝
令
で
も
同
様
の
規
定
が
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
続
日
本
紀
』
で
は
、
大

宝
令
制
定
以
前
の
七
世
紀
末
に
も
諸
国
に
お
け
る
「
疫
」
発
生
を
記
す
記
事
が
集
中
し
て
確
認
で
き
る
か
ら
、
浄
御
原
令
制
下
に
お
い
て
も
、

同
様
の
制
度
が
機
能
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

和
銅
年
間
を
過
ぎ
る
と
、
一
国
単
位
の
「
疫
」
記
事
は
減
少
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
か
ら
、
た
だ
ち
に
疫
病
報
告
が
行
わ
れ
な
く
な
っ

た
と
判
断
で
き
る
訳
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
に
は
、「
畿
内
七
道
言
壱上
飢
疫
一諸
国
」
に
対
し
て
調
が
免
除
さ
れ
て
い

る
（『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
五
月
辛
卯
条
）
が
、
そ
の
前
後
に
諸
国
か
ら
の
「
疫
」
発
生
を
報
告
す
る
個
別
記
事
は
確
認
で
き
な
い
。
従
っ
て
、

史
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い
疫
病
報
告
が
多
数
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。

問
題
は
、
そ
の
報
告
が
実
態
に
合
致
し
て
い
る
か
、
過
大
な
報
告
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
で
あ
る
。
大
量
の
死
者
は
租
税
収
入
の
減
少
を
意

味
す
る
か
ら
、
中
央
政
府
は
、
疫
死
数
の
実
態
を
確
認
す
る
た
め
、
諸
国
に
使
者
を
派
遣
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
検
疫
死
使
と
い
う
。

検
疫
死
使
は
基
本
的
に
は
太
政
官
か
ら
派
遣
さ
れ
る
「
官
使
」
で
あ
っ
た
。
天
長
二
年
（
八
二
五
）、
国
司
が
使
者
に
対
捍
し
、
使
務
の
遂
行

に
支
障
が
生
じ
て
い
た
た
め
、
一
部
の
官
使
が
詔
使
に
准
じ
る
扱
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
際
に
も
、
検
疫
死
使
は
、
検
損
田
使
な
ど
と
と

も
に
官
使
格
の
ま
ま
と
さ
れ
た④
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
二
諸
使
幷
公
文
事
、
天
長
二
年
五
月
一
〇
日
太
政
官
符
）。
国
司
に
し
て
み
れ
ば
、
検
疫
死
使

に
疫
死
の
数
を
多
め
に
認
定
し
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
徴
収
し
て
朝
廷
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
租
税
の
量
が
増
減
す
る
訳
で

あ
る
か
ら
、
検
疫
死
使
に
阿
り
こ
そ
す
れ
、
対
捍
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
検
疫
死
使
が
詔
使
に

准
じ
る
扱
い
を
受
け
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
同
使
の
運
用
が
消
極
化
し
て
い
た
と
は
判
断
で
き
な
い
。
検
疫
死
使
は
、
疫
病
報
告
制
度
の

正
常
な
運
用
に
資
す
る
安
全
弁
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
七
牧
宰
事
、
仁
寿
四
年
（
八
五
四
）
一
〇
月
一
日
太
政
官
符
で
は
、「
応
溢依
飲実
言
壱上
損
幷
不
堪
佃
田
・
疫

日本古代の疫病とマクニール・モデル（本庄）
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死
百
姓
・
賑
給
飢
民
、
及
破
損
官
舎
堤
防
等
一事
」
と
し
て
、
疫
死
者
数
の
報
告
が
実
態
に
合
わ
な
い
と
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事

態
は
い
つ
か
ら
発
生
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
参
考
に
な
る
の
が
、
右
の
仁
寿
四
年
太
政
官
符
に
前
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
弘
仁
一
〇
年

（
八
一
九
）
格
で
あ
る
。
同
格
の
全
文
は
『
類
聚
三
代
格
』
巻
七
牧
宰
事
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
不
実
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
の
は

「
賑
給
飢
民
数
」「
官
舎
堤
防
等
破
損
」「
損
田
数
」
で
あ
り
、
仁
寿
四
年
太
政
官
符
に
み
え
て
い
た
「
不
堪
佃
田
」
と
「
疫
死
」
は
姿
を
現
さ

な
い
。
従
っ
て
、
弘
仁
一
〇
年
か
ら
仁
寿
四
年
ま
で
の
間
に
疫
死
報
告
の
不
実
化
は
進
行
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

貞
観
六
年
（
八
六
四
）
に
は
、「
今
、
疫
死
百
姓
、
無
壱国
不
淫申
（
ど
の
国
も
疫
死
の
発
生
を
報
告
し
て
く
る
）」（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
正
月

二
五
日
壬
子
条
）
た
め
に
、
租
税
負
担
者
で
あ
る
課
丁
の
数
が
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。
本
来
、
検
疫
死
使
こ

そ
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
処
す
る
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
各
国
支
配
を
国
司
官
長
に
委
ね
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
検
疫
死

使
の
役
割
は
低
下
し
て
い
き
、
つ
い
に
は
右
の
仁
寿
四
年
太
政
官
符
に
よ
っ
て
、
検
疫
死
使
は
、
国
司
が
明
ら
か
な
過
大
申
告
を
し
て
い
る
と

み
ら
れ
る
時
に
の
み
例
外
的
に
派
遣
す
る
も
の
と
さ
れ
、
制
度
的
に
退
転
し
て
い
く⑤
。

以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
疫
病
報
告
制
度
は
、
九
世
紀
前
葉
か
ら
半
ば
に
か
け
て
徐
々
に
不
実
化
し
て
い
き
、
政
府
が
こ
れ
を
取
り

締
ま
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
も
、
九
世
紀
半
ば
以
降
に
大
き
く
後
退
し
た
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
期
以
降
の
疫
病
史
料
の
信
憑
性
に
も
一

定
の
留
保
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

①

疫
病
の
発
生
原
理
を
巡
っ
て
、
長
ら
く
「
瘴
気
説
」
と
「
細
菌
感
染
説
」
の
対

立
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
マ
ク
ニ
ー
ル
『
疫
病
と
世
界
史
』（
前
掲
）
に
も
詳
し
い
。

②

白
杉
悦
雄
「
中
国
医
学
に
お
け
る
感
染
症
認
識
」（
鈴
木
則
子
（
編
）『
歴
史
に

お
け
る
周
縁
と
共
生

女
性
・
穢
れ
・
衛
生

』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一

四
年
）
に
よ
れ
ば
、
中
国
に
お
い
て
も
、
人
か
ら
人
へ
と
病
が
感
染
す
る
と
い
う

観
念
の
存
在
は
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
医
学
理
論
上
は
「
時
気
」
に
よ
る
説
明

が
主
流
を
占
め
て
お
り
、
古
代
日
本
の
医
学
知
識
も
ま
た
こ
れ
に
依
拠
し
て
い
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。

③

当
時
の
衛
生
レ
ベ
ル
で
は
、
防
疫
対
策
そ
の
も
の
が
十
全
に
機
能
し
に
く
か
っ

た
、
と
い
う
事
情
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
律
令
国
家
が
示
し
た
疫
病
に
対

す
る
考
え
方
の
理
屈
は
、
文
化
的
根
拠
を
も
つ
根
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
史
料
二
に
よ
る
と
、
律
令
国
家
が
「
人
か
ら
人
へ
の
感
染
」
と
い
う
考
え

方
を
愚
俗
と
し
て
否
定
し
た
根
拠
は
、
応
報
の
観
念
に
背
く
か
ら
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
当
時
、
応
報
は
儒
教
・
仏
教
と
い
う
文
化
に
依
拠
す
る
精
神
的
支
柱
で

あ
る
。
文
化
を
盾
に
し
て
否
定
さ
れ
た
以
上
、
文
化
の
担
い
手
の
間
で
は
、「
人

か
ら
人
へ
の
感
染
」
と
い
う
「
愚
俗
」
は
抑
圧
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
最
も
感
染
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症
リ
ス
ク
の
高
い
都
周
辺
は
、
同
時
に
文
化
的
中
心
地
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
環
境

上
は
感
染
を
最
も
警
戒
す
べ
き
人
々
が
、
倫
理
上
は
感
染
の
存
在
を
肯
定
で
き
な

い
と
い
う
捻
れ
が
発
生
し
て
い
た
と
い
え
る
。

近
年
、
感
染
症
へ
の
恐
怖
が
穢
れ
意
識
の
根
源
で
あ
る
、
と
み
る
説
が
唱
え
ら

れ
て
い
る
（
今
津
勝
紀
「
脚
夫
・
乞
食
・
死
穢
」（
佐
々
木
虔
一
・
武
廣
亮
平
・

森
田
喜
久
男
（
編
）『
日
本
古
代
の
輸
送
と
道
路
』、
八
木
書
店
、
二
〇
一
九
年
））。

疑
問
も
残
る
が
（
穢
れ
は
病
者
そ
の
も
の
を
忌
む
こ
と
は
少
な
い
、
そ
の
一
方
で

火
事
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
な
ど
）、
都
城
を
中
心
と
し
て
感
染
症
へ
の
意
識

の
捻
れ
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
捻
れ
構
造
を
構
成
す
る
倫

理
的
抑
圧
が
、
穢
れ
と
い
う
捌
け
口
を
求
め
た
と
い
う
考
え
方
は
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。「
病
に
感
染
す
る
」
が
肯
定
さ
れ
得
な
い
代
わ
り
に
、「
穢
れ
に
染
ま

る
」
が
強
く
肯
定
さ
れ
、
病
者
追
い
出
し
の
根
拠
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。

④

一
般
に
、
天
長
二
年
太
政
官
符
は
、
従
来
「
朝
使
」
と
さ
れ
て
い
た
諸
使
を

「
詔
使
」
と
「
官
使
」
に
区
分
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

官
使
と
さ
れ
た
と
い
う
各
使
は
「
猶
為
壱官
使
一」と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で

初
め
て
官
使
と
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
元
々
官
使
で
あ
り
、
従
来
通
り
の
扱
い
に

据
え
置
か
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
一
方
、
詔
使
と
さ
れ
た
と
い
う
各
使
の
方
は
、
実

際
に
は
「
准
壱詔
使
之
例
一」と
あ
る
か
ら
、
詔
使
に
区
分
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、

官
使
で
は
あ
る
が
、
詔
使
に
准
じ
る
扱
い
を
約
束
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

養
老
律
に
は
、
詔
使
へ
の
対
捍
等
を
処
罰
す
る
規
定
が
特
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。

名
例
律
に
は
八
虐
（
謀
反
を
初
め
と
す
る
最
も
重
い
八
類
型
の
罪
）
の
ひ
と
つ
と

し
て
「
大
不
敬
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
の
構
成
要
件
と
し
て
、
詔
使
へ

の
対
捍
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
職
制
律
や
賊
盗
律
に
も
規
定
が
あ
り
（
日
本
律
で

は
確
認
で
き
な
い
が
、
唐
律
で
は
闘
訟
律
に
も
規
定
あ
り
）、
詔
使
対
捍
は
重
く

罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
詔
使
に
准
じ
る
と
さ
れ
た
各
使
は
、
官
使
で

あ
り
な
が
ら
、
以
上
の
律
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
最

後
の
但
し
書
き
は
、
詔
使
で
あ
る
か
否
か
を
決
め
る
基
準
が
、
用
務
内
容
で
は
な

く
、
勅
語
に
基
づ
い
た
派
遣
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
、
と
い
う
本
来
の
原
則
を
確

認
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑤

市
大
樹
「
朝
使
派
遣
の
構
造
と
展
開
」（
同
『
日
本
古
代
都
鄙
間
交
通
の
研
究
』、

塙
書
房
、
二
〇
一
七
年
）。

第
三
章

奈
良
時
代
前
後
の
疫
病
と
そ
の
伝
播

疫
病
報
告
制
度
成
立
以
前
に
も
、
伝
説
的
な
疫
病
流
行
の
記
事
が
『
日
本
書
紀
』
に
は
散
見
す
る
。
こ
う
し
た
伝
承
は
、
宗
教
的
な
言
説
と

し
て
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
史
実
性
を
疑
う
向
き
は
強
い
が
、
個
々
の
史
料
は
一
概
に
単
な
る
伝
承
と
斬
っ
て
捨
て
に
く
い
性
格
を
も
っ

て
お
り①
、
律
令
国
家
成
立
以
前
か
ら
既
に
大
量
死
を
伴
う
疫
病
が
発
生
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
汲
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
ら
の
疫
病
の
伝
播
範
囲
と
し
て
語
ら
れ
る
「
国
」
や
「
国
内
」（
崇
神
五
年
紀
、
欽
明
一
三
年
紀
、
敏
達
一
四
年
紀
）
が
ど
こ
を
指
す
の
か
は

曖
昧
で
あ
る
し
、
死
亡
者
が
「
大
半
」（
崇
神
五
年
紀
）、
つ
ま
り
五
〇
％
を
超
え
よ
う
と
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い
う
記
述
も
額
面
通
り
に
受
け
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取
っ
て
良
い
の
か
判
断
が
難
し
い
。
疫
病
伝
播
の
状
況
を
検
証
す
る
に
耐
え
る
史
料
は
『
続
日
本
紀
』
以
降
に
現
れ
る
。

本
章
で
は
ま
ず
、
伝
播
経
路
の
確
認
で
き
る
全
国
的
疫
病
を
確
認
し
、
そ
れ
以
外
の
疫
病
に
つ
い
て
も
付
言
す
る
。

第
一
節

大
宰
府
か
ら
の
伝
播

『
続
日
本
紀
』
天
平
七
年
是
歳
条
に
は
、
夏
か
ら
冬
ま
で
「
天
下
」
に
「
豌
豆
瘡
」
と
呼
ば
れ
る
疫
瘡
（
天
然
痘
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い

る
）
が
蔓
延
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
発
生
源
は
、
明
ら
か
に
大
宰
府
で
あ
っ
た
。
朝
廷
で
は
八
月
ま
で
に
は
、
大
宰
府
で
疫

死
者
が
多
数
発
生
し
て
い
る
と
の
報
を
得
て
お
り
、
読
経
、
祈
禱
、
賑
給
、
湯
薬
に
加
え
て
道
饗
を
行
わ
せ
て
い
る
。
道
饗
と
は
、
外
部
か
ら

侵
入
し
て
く
る
疫
病
を
道
に
お
い
て
防
ぐ
た
め
の
祭
祀
で
あ
る②
。
八
月
に
行
わ
れ
た
道
饗
は
、「
長
門
国
以
還
」、
つ
ま
り
大
宰
府
に
近
接
す
る

長
門
国
か
ら
京
の
所
在
す
る
大
和
国
ま
で
の
諸
国
に
対
し
て
実
施
を
命
じ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
疫
瘡
が
京
ま
で
伝
播
す
る
の
を
防
ぐ
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
、
九
月
か
ら
閏
一
一
月
ま
で
の
間
に
新
田
部
親
王
、
賀
茂
比
売
、
舎
人
親
王
、
高
田
王
等
の
相
次
ぐ
死
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
疫
病
は
、
翌
天
平
八
年
に
は
終
息
し
た
か
に
み
え
た
が
、
そ
の
翌
年
に
あ
た
る
天
平
九
年
、
再
び
疫
病
の
発
生
が
報
じ
ら
れ
る
。
正
月
、

遣
新
羅
使
が
帰
還
し
た
が
、
大
使
は
津
嶋
（
対
馬
）
で
死
亡
、
副
使
は
病
に
よ
っ
て
上
京
で
き
な
い
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。『
続
日
本
紀
』
天

平
九
年
是
年
条
は
、
こ
の
疫
病
が
筑
紫
、
つ
ま
り
大
宰
府
管
下
で
発
生
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
四
月
に
は
疫
病
は
京
へ
と
到
達

し
、
藤
原
房
前
の
卒
去
記
事
を
皮
切
り
に
、
疫
病
に
よ
る
死
者
の
記
事
が
相
次
ぐ
こ
と
と
な
る
。
百
官
人
が
疫
病
を
患
っ
て
い
る
た
め
に
廃
朝

と
さ
れ
る
程
の
被
害
だ
っ
た
。
犠
牲
者
の
中
に
は
、
藤
原
不
比
等
の
息
子
で
あ
る
右
大
臣
（
死
去
直
前
に
任
左
大
臣
）
武
智
麻
呂
・
参
議
房
前
・

宇
合
・
麻
呂
の
四
兄
弟
や
、
中
納
言
多
治
比
県
守
も
含
ま
れ
て
い
た
。
公
卿
の
半
数
が
失
わ
れ
、
朝
廷
は
政
府
組
織
の
再
建
に
追
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

天
平
七
年
及
び
同
九
年
の
疫
病
は
、
そ
の
伝
播
速
度
が
凄
ま
じ
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
か
、
ど
の
国
で
疫
病
が
発
生
し
た
の
か
、
具
体
的
な
伝
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播
地
域
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
。『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
七
月
の
記
事
に
、
大
倭
・
伊
豆
・
若
狭
三
国
と
伊
賀
・
駿
河
・
長
門
三
国
の
飢

疫
民
に
対
す
る
賑
給
の
こ
と
が
み
え
る
の
み
で
あ
る
。
フ
ァ
リ
ス
氏
は
、
東
国
に
被
害
の
空
白
地
帯
が
あ
り
、
西
国
に
大
き
な
被
害
が
出
て
い

た
と
い
う
が
、
判
断
を
下
す
に
足
る
だ
け
の
デ
ー
タ
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う③
。
た
だ
、
両
年
の
疫
病
が
と
も
に
大
宰
府
か
ら

諸
国
へ
伝
播
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
史
料
に
照
ら
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。

問
題
は
、
大
宰
府
の
疫
病
が
ど
の
よ
う
に
発
生
し
た
か
で
あ
る
。
フ
ァ
リ
ス
氏
は
当
然
、
大
陸
や
半
島
か
ら
の
流
入
を
想
定
す
る
。
た
だ
し
、

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
疑
問
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。

『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
正
月
の
記
事
に
み
え
る
遣
新
羅
使
の
罹
患
は
、
新
羅
か
ら
疫
病
が
持
ち
込
ま
れ
た
証
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
遣
新
羅
使
は
、
往
路
の
壱
岐
で
既
に
病
死
者
を
出
し
て
い
る
（『
万
葉
集
』
巻
一
五
・
三
六
八
八
番
歌
）
た
め
、
こ
の
時

の
疫
病
の
発
生
源
が
、
新
羅
で
は
な
く
大
宰
府
で
あ
り
、
む
し
ろ
日
本
か
ら
新
羅
へ
疫
病
が
持
ち
込
ま
れ
た
可
能
性
す
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る④
。

し
か
も
、
天
平
九
年
の
前
に
は
天
平
七
年
の
疫
病
流
行
が
あ
る
。
こ
の
二
度
の
疫
病
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
伝
染
病
が
流
行
し
た
と
い

う
見
解⑤
も
あ
る
が
、
仮
に
一
連
の
疫
病
と
考
え
る
な
ら
ば
、
遣
新
羅
使
の
記
事
が
天
平
九
年
に
あ
る
事
実
は
、
遣
新
羅
使
を
疫
病
の
原
因
と
み

る
通
説
と
矛
盾
す
る
。

遣
新
羅
使
は
、
天
平
九
年
以
前
に
も
頻
繁
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
日
本
は
決
し
て
孤
島
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

孤
絶
に
よ
る
圧
倒
的
な
免
疫
力
格
差
は
、
日
本
と
新
羅
の
間
に
は
想
定
し
に
く
い
の
で
あ
る
。

尤
も
、
ウ
イ
ル
ス
の
変
異
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
新
た
な
疫
病
と
し
て
大
陸
か
ら
列
島
へ
流
入
し
、
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
す
と
い
っ
た
ケ
ー

ス
は
、
現
代
で
す
ら
起
こ
り
得
る
。
天
平
七
年
や
同
九
年
の
疫
病
が
外
来
の
も
の
で
は
な
い
と
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
た
だ
強
調

し
て
お
く
べ
き
は
、
大
宰
府
を
発
生
源
と
す
る
疫
病
が
、『
続
日
本
紀
』
の
時
代
約
一
〇
〇
年
を
見
渡
し
て
も
、
こ
の
天
平
七
年
・
九
年
以
外

に
確
認
で
き
な
い
特
殊
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
疫
病
を
構
造
的
に
理
解
す
る
に
は
、
や
は
り
天
平
七
年
・
九
年
の

疫
病
以
外
の
疫
病
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
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第
二
節

京
か
ら
の
伝
播

『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
の
是
年
条
に
二
〇
ヵ
国
（
具
体
的
な
国
名
は
不
明
）
飢
疫
の
記
事
が
み
え
、
翌
三
年
に
は

「
天
下
疫
病
」（
閏
正
月
乙
丑
条
）
と
い
う
事
態
に
陥
る
。
四
年
に
な
っ
て
も
事
態
は
沈
静
化
せ
ず
、「
諸
国
疫
」（
二
月
乙
亥
条
）、「
天
下
疫
飢
」

（
四
月
丙
申
条
）
と
い
う
状
態
が
続
い
た
。
慶
雲
の
疫
病
は
、
日
本
に
お
い
て
、
確
か
な
史
料
で
確
認
で
き
る
初
め
て
の
全
国
的
疫
病
流
行
で

あ
り
、
律
令
国
家
が
体
験
し
た
初
め
て
の
大
疫
で
あ
っ
た
。

こ
の
疫
病
の
伝
播
の
方
向
は
、
京
畿
周
辺
・
東
海
道
に
発
し
、
次
第
に
山
陰
・
山
陽
・
南
海
道
の
諸
国
に
広
が
っ
て
い
る
（
図
一
）。
東
は

駿
河
、
西
は
伊
予
を
最
端
と
す
る
諸
国
の
名
が
確
認
で
き
る
。
流
行
は
三
ヵ
年
に
わ
た
り
、
最
終
年
に
あ
た
る
慶
雲
四
年
に
は
、
流
行
の
中
心

は
丹
波
・
出
雲
・
石
見
に
遷
っ
て
い
た
ら
し
い
（
四
月
丙
申
条
）。
飢
饉
と
の
複
合
被
害
で
あ
る
点
も
特
徴
で
あ
る
。
飢
饉
に
よ
る
抵
抗
力
の
低

下
が
疫
病
の
蔓
延
を
呼
ぶ
こ
と
は
、
世
界
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
た⑥
。

次
に
天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
発
生
し
た
疫
病
に
関
し
て
は
、「
左
右
京
及
び
諸
国
」
で
飢
疫
が
発
生
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
同
年
是
年
条
）

た
め
、
慶
雲
期
の
も
の
と
同
じ
く
飢
饉
と
の
複
合
被
害
で
、
全
国
的
に
展
開
し
、
特
に
京
が
大
き
な
被
害
を
受
け
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
の
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
は
、
一
六
ヵ
国
の
疫
病
記
事
が
確
認
で
き
る
（
図
二
）。
同
五
月
に
は
、「
天
下
」

を
対
象
と
し
て
、
疫
病
に
臥
す
者
へ
の
賑
恤
が
行
わ
れ
た
。

天
平
宝
字
の
疫
病
の
病
名
は
、
同
年
の
記
事
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
三
〇
年
後
に
あ
た
る
次
の
記
事
か
ら
、「
豌
豆
瘡
」
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

史
料
三
『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
是
年
条

秋
冬
、
京
畿
男
女
年
卅
已
下
者
、
悉
発
壱豌
豆
瘡
一、〈
俗
云
裳
瘡
。〉臥
飲疾
者
多
。
其
甚
者
死
。
天
下
諸
国
往
往
而
在
。

西
暦
七
九
〇
年
、
三
〇
才
以
下
の
者
に
限
っ
て
豌
豆
瘡
の
罹
患
者
が
出
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
三
〇
年
前
に
当
た
る
七
六
〇
年
頃
に
も
豌
豆
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図一 慶雲の疫病

図二 天平宝字の疫病

日本古代の疫病とマクニール・モデル（本庄）

25 ( 25 )



瘡
が
流
行
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
天
平
宝
字
四
年
の
疫
病
は
、
天
平
の
疫
瘡
の
再
来
襲
で
あ
っ
た
。
宝
字
四
年
の
京
や
畿
内
の
被
害
に

つ
い
て
は
当
時
の
記
事
か
ら
確
認
で
き
な
い
が
、
延
暦
九
年
の
被
害
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
宝
字
四
年
の
疫
病
も
、
京
・
畿
内
に
大
き
な
被

害
を
も
た
ら
す
も
の
だ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

光
明
皇
后
も
死
因
不
明
な
が
ら
同
年
に
死
去
し
て
い
る
（
六
月
乙
丑
条
）。
仮
に
こ
れ
が
疫
瘡
に
よ
る
死
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
平
の
疫
病
に

続
き
、
政
治
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
疫
病
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

宝
字
の
疫
病
も
ま
た
、
飢
饉
と
の
複
合
被
害
で
あ
っ
た
。
宝
字
四
年
に
は
、
飢
饉
の
記
事
は
一
件
の
み
だ
っ
た
が
、
宝
字
六
年
（
七
六
二
）

〜
九
年
に
か
け
て
、
大
飢
饉
が
発
生
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
六
国
史
上
で
最
も
飢
饉
記
事
が
集
中
す
る
時
期
で
も
あ
る
。
史
料
の
残
存
状
況
に

依
存
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
深
刻
さ
が
看
取
さ
れ
る
。
飢
饉
が
発
生
し
た
地
域
を
、
発
生
記
事
件
数
別
に
図
化
す
る
と
（
図
三
）、
宝
字
四
年

に
疫
病
被
害
を
受
け
た
地
域
（
図
二
）
に
お
い
て
、
飢
饉
の
被
害
も
深
刻
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

飢
饉
の
発
生
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
、
宝
字
六
年
以
降
、
再
び
疫
病
記
事
が
多
数
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
六
年
に
は
陸
奥
、
七
年
に
は

壱
岐
、
伊
賀
、
摂
津
・
山
背
の
順
で
京
へ
向
か
う
か
の
よ
う
に
疫
病
が
発
生
し
、
翌
八
年
に
は
志
摩
、
淡
路
、
山
陽
道
・
南
海
道
、
石
見
と
今

度
は
京
か
ら
波
状
伝
播
し
て
い
っ
た
。

慶
雲
の
疫
病
や
宝
字
の
疫
病
の
伝
播
状
況
を
み
る
と
、
京
か
ら
徒
歩
一
〇
日
圏
内
（『
延
喜
式
』
主
計
寮
）
が
概
ね
流
行
地
域
に
合
致
す
る

（
図
四⑦
）。
厳
密
に
い
う
と
、
や
や
西
に
偏
す
る
よ
う
だ
が
、
京
を
中
心
と
し
た
交
通
が
、
疫
病
の
回
路
と
な
っ
て
い
る
様
子
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
飢
饉
と
の
関
連
性
も
注
目
さ
れ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
飢
饉
が
疫
病
の
誘
因
と
な
る
こ
と
は
、
普
遍
的
な
現
象
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
天
平
七
年
の
疫
病
も
ま
た
、
不
作
が
原
因
と
見
な
さ
れ
て
い
た
（
天
平
七
年
是
歳
条
「
年
頗
不
飲稔
」）。
た
だ
、
宝
字
の
疫
病
の
場
合
、

疫
病
の
発
生
の
後
に
飢
饉
が
発
生
し
、
さ
ら
に
新
た
な
疫
病
が
発
生
す
る
と
い
う
交
互
の
発
生
状
況
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
く
、

一
定
の
必
然
性
を
伴
う
現
象
だ
っ
た
ら
し
い
。
天
平
の
疫
病
に
際
し
次
の
よ
う
な
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

史
料
四
『
続
日
本
紀
』
天
平
八
年
（
七
三
六
）
十
月
戊
辰
条
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図三 天平宝字の飢饉

図四 京から一〇日圏内
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詔
曰
、
如
聞
、
比
年
大
宰
所
管
諸
国
、
公
事
稍
繁
、
労
役
不
飲少
。
加
以
、
去
冬
疫
瘡
、
男
女
惣
困
、
農
事
有
飲廃
、
五
穀
不
飲饒
。
宜
鰯免
壱

今
年
田
租
一令
院続
壱民
命
一。

つ
ま
り
、
疫
病
に
よ
る
労
働
力
の
欠
乏
が
田
畑
の
荒
廃
を
生
み
、
こ
れ
が
次
な
る
飢
饉
を
引
き
起
こ
し
、
更
に
疫
病
を
呼
び
込
ん
で
い
た
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
悪
循
環
が
生
じ
る
背
景
に
は
、
律
令
国
家
の
偏
っ
た
農
本
主
義
に
も
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
建
前
に
過
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
律

令
国
家
の
公
民
は
、
全
て
自
ら
の
口
分
田
を
も
ち
、
こ
れ
に
拠
っ
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
種
、
律
令
国
家
に
組
み
込
ま

れ
た
、
構
造
的
な
災
害
だ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

宝
亀
年
間
に
も
、
全
国
的
な
疫
病
を
示
す
と
み
ら
れ
る
記
事
が
続
く
が
、
そ
の
伝
播
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
四
月
、

「
天
下
諸
国
、
疾
疫
者
衆
」
と
い
う
記
事
が
み
え
、
そ
の
前
後
に
は
毎
年
の
よ
う
に
疫
神
を
祀
っ
て
い
る
。
同
時
期
に
は
、
畿
内
・
東
海
道
・

東
山
道
・
北
陸
道
・
南
海
道
に
飢
饉
記
事
が
散
見
す
る
た
め
、
飢
饉
を
誘
因
と
し
て
疫
病
が
発
生
す
る
複
合
被
害
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）、
全
国
的
な
疫
病
が
発
生
す
る
。
約
三
〇
年
周
期
で
訪
れ
る
疱
瘡
の
再
々
来
襲
で
あ
る
（
前
掲
史
料
三
）。「
京

畿
」
が
被
害
の
中
心
地
域
で
あ
り
、「
天
下
」
に
も
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
確
認
で
き
る
全
国
的
飢
饉
や
、
五
月

の
畿
内
の
旱
が
、
こ
の
疫
病
の
誘
因
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
大
宰
府
の
方
は
、
八
月
の
時
点
で
八
万
八
千
余
人
も
の
飢
民
を
出
し
て
い
な
が

ら
（
八
月
乙
未
条
）
疫
病
発
生
の
こ
と
は
み
え
な
い
た
め
、
大
宰
府
発
生
型
で
は
な
く
、
京
発
生
型
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
疫
病
の
被
害
は
、「
早
良
親
王
の
祟
り
」
の
伏
線
と
し
て
政
治
史
の
面
で
も
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
疫
病
の
影
響
如
何
は
分
か
ら
な
い

が
、
こ
の
時
期
、
桓
武
天
皇
周
辺
で
死
者
や
病
者
が
相
次
い
で
い
る
（
桓
武
皇
后
藤
原
乙
牟
漏
、
桓
武
妃
坂
上
又
子
、
皇
太
子
安
殿
）
点
も
注
目
さ

れ
る
。

坂
東
に
は
一
般
的
に
疫
病
の
記
事
が
少
な
い
が
、
こ
の
時
に
は
珍
し
く
坂
東
へ
の
言
及
も
あ
る
。
た
だ
し
、
延
暦
の
坂
東
地
域
に
お
け
る
疫

病
被
害
が
、
こ
の
時
期
に
活
発
化
し
た
と
判
断
で
き
る
か
と
い
う
と
、
少
し
問
題
が
あ
る
。
該
当
記
事
は
「
坂
東
諸
国
、
頻
属
壱軍
役
一、
因
以
壱
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疫
旱
一。
詔
免
壱今
年
田
租
一」（
一
一
月
己
丑
条
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
疫
病
発
生
後
、
時
を
経
て
成
さ
れ
た
対
策
（
第
二
章
前
述
の
Ｂ
型
の
典

型
例
）
で
あ
り
、
疫
病
の
影
響
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
こ
の
時
期
は
「
征
夷
」
が
積
極
化
す
る
時
期
に
当
た
っ
て
い
る
た
め
、

頻
繁
な
軍
役
こ
そ
が
坂
東
諸
国
の
直
面
し
て
い
た
大
問
題
で
あ
り
、
疫
病
は
そ
の
疲
弊
に
よ
る
二
次
被
害
と
み
て
お
く
の
が
穏
当
だ
ろ
う
。

奈
良
時
代
前
後
に
は
、
天
平
の
疫
病
以
外
に
も
、
し
ば
し
ば
全
国
的
な
疫
病
が
発
生
し
て
い
る
が
、
こ
の
疫
病
は
、
慶
雲
・
天
平
宝
字
・
延

暦
い
ず
れ
の
場
合
も
京
を
中
心
と
し
、
周
辺
諸
国
へ
も
伝
播
す
る
と
い
う
構
造
を
も
っ
て
い
た
。
天
平
の
疫
病
の
よ
う
に
、
後
世
に
な
っ
て
も

言
及
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
殆
ど
な
い
た
め
、
被
害
の
深
刻
度
は
大
宰
府
発
生
型
よ
り
も
軽
い
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
よ
り
普
遍
的
な
疫
病

発
生
の
タ
イ
プ
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

第
三
節

疫
病
・
飢
饉
と
復
興

以
上
の
大
規
模
な
疫
病
以
外
に
、
散
発
的
な
疫
病
の
発
生
が
確
認
で
き
る
。
文
武
朝
初
年
か
ら
大
宝
年
間
ま
で
に
は
、
医
薬
支
給
を
伴
う
疫

病
記
事
が
集
中
し
て
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
文
武
二
年
（
六
九
八
）
の
越
後
・
近
江
・
紀
伊
（
発
生
順
、
以
下
同
じ
）
三
国
、
同
四
年
の
大

倭
国
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
の
越
後
・
上
野
二
国
、
同
三
年
の
信
濃
・
上
野
・
相
模
三
国
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
疫
病
記
事
は
、

数
こ
そ
多
い
が
散
発
的
で
あ
り
、
相
互
の
伝
播
を
想
定
し
に
く
い
。
大
宝
二
年
か
ら
三
年
の
越
後
・
上
野
・
信
濃
三
国
は
、
あ
る
い
は
相
互
伝

播
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
大
規
模
化
は
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
和
銅
年
間
（
七
〇
八
〜
七
一
五
）
に
は
、
大
宝
年
間
以
前
と
同
じ
く
、
集
中
し
て
「
疫
」
の
記
事
が
現
れ
る
。
こ
ち
ら
も
記
事
数
一
一

件
と
多
数
に
上
る
が
、
い
ず
れ
も
散
発
的
で
、
大
規
模
な
疫
病
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
検
討
し
て
き
た
奈
良
時
代
前
後
の
疫
病
は
、
一
般
的
に
飢
饉
と
の
複
合
被
害
で
あ
り
、
し
か
も
飢
饉
↓
疫
病
↓
飢
饉
↓
疫
病
…
と
い

う
悪
循
環
を
引
き
起
こ
し
や
す
か
っ
た
。
平
年
は
極
め
て
高
い
人
口
増
加
率
を
示
し
な
が
ら
、
疫
病
が
発
生
す
る
た
び
に
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

人
口
減
少
が
発
生
し
た
と
い
う
の
は
、
フ
ァ
リ
ス
氏
が
指
摘
し
た
と
お
り
だ
ろ
う
。
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た
だ
し
、
奈
良
時
代
初
め
か
ら
延
暦
年
間
に
か
け
て
の
人
口
動
態
に
関
す
る
研
究
で
は
、
こ
の
時
期
を
と
お
し
て
、
大
幅
な
人
口
増
加
が
想

定
さ
れ
て
い
る⑧
。
延
暦
年
間
の
人
口
積
算
根
拠
が
、
疫
病
の
影
響
を
比
較
的
受
け
に
く
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
坂
東
の
常
陸
国
の
デ
ー
タ
で
あ
る

点
は
気
が
か
り
で
は
あ
る
が⑨
、
少
な
く
と
も
、
奈
良
時
代
の
頻
繁
な
疫
病
発
生
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
か
ら
の
復
興
は
、
常
に
一
定
の
レ
ベ

ル
ま
で
達
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

①

崇
神
紀
の
事
例
は
、
大
田
田
根
子
と
い
う
人
物
が
大
物
主
神
を
祀
る
者
と
し
て

抜
擢
さ
れ
た
前
日
譚
で
、
大
物
主
神
に
よ
っ
て
疫
病
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
伝
え

る
も
の
で
あ
る
。
一
見
、
神
罰
を
強
調
す
る
伝
説
に
過
ぎ
な
い
記
事
だ
が
、
同
時

期
に
、
大
田
田
根
子
伝
承
と
は
関
連
し
な
い
坂
の
祭
祀
の
記
事
が
残
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
疫
病
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
意
見
も
あ
る
（
若
井
敏
明

『
邪
馬
台
国
の
滅
亡

大
和
王
権
の
征
服
戦
争

』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

一
〇
年
）。
記
・
紀
間
の
伝
承
の
相
違
に
つ
い
て
は
山
田
雄
司
「
御
霊
会
成
立
の

前
提
条
件

疫
病
観
の
変
容

」（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
（
編
）『
日

本
社
会
の
史
的
構
造

古
代
・
中
世
』、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

欽
明
・
敏
達
紀
の
事
例
は
、
仏
教
の
導
入
と
排
斥
に
伴
っ
て
発
生
し
た
と
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
仏
教
を
蘇
我
氏
に
祀
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
国
内
で
疫
病
が
発
生
し

た
た
め
、
所
謂
排
仏
派
が
、「
仏
教
を
導
入
し
た
せ
い
で
神
が
怒
っ
て
い
る
」
と

主
張
し
、
尼
僧
の
処
罰
、
仏
像
の
廃
棄
な
ど
を
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
排
仏

に
関
わ
っ
た
者
も
疫
病
に
倒
れ
た
た
め
、「
仏
を
捨
て
た
罰
だ
」
と
い
う
評
価
が

語
ら
れ
る
。
仏
罰
覿
面
を
語
る
伝
承
の
よ
う
に
み
え
る
し
、『
書
紀
』
の
主
眼
が

そ
こ
に
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
だ
が
、
は
じ
め
は
神
罰
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
の

ち
仏
罰
と
評
価
さ
れ
て
い
る
訳
だ
か
ら
、
単
純
な
因
果
応
報
伝
承
と
は
い
え
な
い
。

疫
病
が
、
神
を
信
じ
る
者
も
、
仏
を
信
じ
る
者
も
、
等
し
く
な
ぎ
倒
し
て
い
っ
た

事
実
を
伝
え
る
史
料
と
評
価
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

②

和
田
萃
「
夕
占
と
道
饗
祭
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
中
、
塙
書

房
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一
九
八
五
年
）、
山
田
雄
司
「
御
霊
会
成
立
の
前
提
条

件

疫
病
観
の
変
容

」（
前
掲
）
な
ど
。

③

W
.
W
.
Farris
‘PO
PU
LA
T
IO
N
,
D
E
SE
A
SE
,
A
N
D
LA
N
D
IN

E
A
R
LY
JA
PA
N
,
645-900’（
前
掲
）。
フ
ァ
リ
ス
氏
は
、
他
に
も
疫
病
の
影

響
を
受
け
た
国
が
あ
っ
た
と
し
て
数
国
を
挙
げ
て
い
る
が
、
天
平
一
〇
年
の
阿
倍

内
親
王
の
立
太
子
に
際
し
て
行
わ
れ
た
賑
給
を
疫
病
対
策
の
賑
給
で
あ
る
と
認
定

す
る
な
ど
、
史
料
の
解
釈
に
や
や
問
題
が
あ
る
。

④

小
田
愛
「
天
平
7
年
・
9
年
の
疫
瘡
流
行
に
つ
い
て
」（『
東
ア
ジ
ア
世
界
史
研

究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
三
、
二
〇
〇
九
年
）、
栄
原
永
遠
男
「
遣
新
羅
使
と
疫
瘡
」

（
同
（
編
）『
日
本
古
代
の
王
権
と
社
会
』、
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）。

⑤

野
崎
千
佳
子
「
天
平
七
年
・
九
年
に
流
行
し
た
疫
病
に
関
す
る
一
考
察
」（『
法

制
史
学
』
五
三
、
二
〇
〇
〇
年
）。

⑥

た
と
え
ば
、
勝
田
俊
輔
・
高
神
信
一
（
編
）『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
大
飢
饉

ジ

ャ
ガ
イ
モ
・「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」・
ジ
ョ
ン
ブ
ル
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
一
六
年
）。

⑦

『延
喜
式
』
の
規
定
は
平
安
京
を
中
心
と
し
た
日
数
で
あ
る
た
め
、
藤
原
京
や

平
城
京
の
場
合
は
調
整
を
要
す
る
。
信
濃
国
と
周
防
国
の
判
断
が
難
し
い
が
、
今

回
は
表
四
の
よ
う
に
推
定
し
た
。

⑧

鎌
田
元
一
「
日
本
古
代
の
人
口
」（
同
『
律
令
公
民
制
の
研
究
』、
塙
書
房
、
二

〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）。

⑨

坂
上
康
俊
「
奈
良
平
安
時
代
人
口
デ
ー
タ
の
再
検
討
」（『
日
本
史
研
究
』
五
三

六
、
二
〇
〇
七
年
）
に
よ
る
と
、
こ
の
延
暦
年
間
の
デ
ー
タ
は
、
疫
病
発
生
前
に

お
け
る
人
口
増
加
局
面
の
ピ
ー
ク
の
数
値
と
み
る
べ
き
だ
と
い
う
。
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第
四
章

平
安
時
代
前
期
の
疫
癘
間
発

第
一
節

疫
癘
間
発
の
時
代

前
述
の
と
お
り
、『
続
日
本
紀
』
の
時
代
が
終
わ
り
、『
日
本
後
紀
』
以
降
の
時
期
（
西
暦
七
九
二
年
〜
）
に
入
る
と
、
疫
病
の
被
害
地
域
へ
の

言
及
は
極
端
に
減
る
。
貞
観
期
は
や
や
特
殊
で
、
被
害
地
域
を
明
示
す
る
記
事
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
で
は
、
承
和
期
に
や
や

多
い
程
度
で
あ
る
。
一
方
、「
天
下
」
や
「
諸
国
」
と
い
っ
た
不
特
定
広
範
囲
で
の
疫
病
発
生
を
告
げ
る
記
事
は
む
し
ろ
増
加
し
て
い
く
。

ま
ず
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
に
洪
水
が
発
生
し
た
が
、
そ
の
復
興
も
ま
だ
完
了
し
な
い
う
ち
に
、
翌
二
年
以
降
、
疫
病
が
流
行
し
、
死
者

が
多
数
に
上
っ
た
（『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
五
月
丙
戌
条
）
と
い
う
。
三
年
六
月
に
は
「
当
今
天
下
困
飲疫
、
亡
没
殆
半
」（
同
六
月
壬
子
朔
条
）
と

い
う
事
態
に
陥
る
。

弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
に
疫
病
が
発
生
し
た
時
に
は
、「
大
同
以
来
、
疾
疫
間
発
」
と
表
現
さ
れ
た
（『
日
本
後
紀
』
弘
仁
五
年
七
月
己
巳
条
）。

こ
れ
以
降
、
疫
病
発
生
の
具
体
的
記
事
を
欠
き
な
が
ら
、「
疫
癘
頻
発
」
あ
る
い
は
「
疫
癘
間
発
」
と
表
現
さ
れ
る
事
態
が
し
ば
し
ば
発
生
す

る
よ
う
に
な
る
。
以
下
、
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。

弘
仁
五
年
の
疫
病
は
、
疱
瘡
、
す
な
わ
ち
天
然
痘
の
流
行
で
あ
っ
た
。

史
料
五
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
二
月
是
月
条

京
師
及
畿
外
多
患
壱皰
瘡
一、
死
者
甚
衆
。
天
平
九
年
及
弘
仁
五
年
有
壱此
瘡
患
一。
今
年
復
不
飲免
壱此
疫
一而
已
。

『
類
聚
符
宣
抄
』
三
疾
疫
に
お
い
て
も
、
疱
瘡
発
生
年
と
し
て
、
天
平
七﹅

年
（
七
三
五
）、
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
に
次
い
で
弘
仁
五
年
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
五
年
の
記
事
原
文
は
、
六
月
以
前
の
分
が
失
わ
れ
、
七
月
以
降
の
み
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
『
日
本
後
紀
』
原
文
や
、
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六
月
以
前
の
逸
文
に
、
疫
病
発
生
を
告
げ
る
記
事
は
、「
大
同
以
来
、
疾
疫
間
発
」
を
記
す
前
掲
の
七
月
己
巳
条
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

全
貌
は
明
ら
か
で
な
い
。
夏
の
間
に
終
息
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

弘
仁
年
間
に
は
、
更
に
も
う
一
度
、
全
国
的
疫
病
が
発
生
す
る
。『
類
聚
国
史
』
一
七
三
疾
疫
、
弘
仁
一
四
年
（
八
二
三
）
二
月
条
に
は
、

「
天
下
大
疫
、
死
亡
不
飲少
。
□
海
道
、
尤
甚
」
と
の
記
事
が
見
え
る
。
最
も
深
刻
な
被
害
を
受
け
た
地
域
が
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
、
文
字
の

欠
損
で
確
認
で
き
な
い
が
、
西
海
道
と
み
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

西
海
道
、
す
な
わ
ち
大
宰
府
管
内
に
お
い
て
は
、
前
年
に
あ
た
る
弘
仁
一
三
年
三
月
に
、
既
に
疫
病
の
流
行
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
前
掲
史

料
二
の
弘
仁
一
三
年
太
政
官
符
で
あ
る
。
こ
の
太
政
官
符
で
は
、
病
人
を
看
護
し
た
者
に
叙
位
す
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
仲
秋
、

つ
ま
り
八
月
ま
で
の
時
限
措
置
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
ま
で
に
は
終
息
す
る
は
ず
、
と
見
込
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
の
疫
病
が
、
実
際
に

八
月
ま
で
に
終
息
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
翌
一
四
年
二
月
に
発
生
し
た
「
天
下
大
疫
」
が
大
宰
府
か
ら
の
伝
播
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
平

以
来
の
大
宰
府
発
生
型
の
疫
病
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
大
宰
府
は
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
の
時
点
で
既
に
「
水
旱
疾
疫
、
毎
歳
相
仍
、
百
姓
彫
亡
、
田
園
荒
廃
」
と
い
う
状
況
に
あ
り

（『
類
聚
国
史
』
一
七
三
凶
年
）、
遅
く
と
も
延
暦
年
間
（
七
八
二
〜
八
〇
六
）
末
年
以
来
、
疫
病
が
頻
発
す
る
状
況
に
陥
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ

る
。
仮
に
こ
の
疫
病
が
一
旦
終
息
し
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
弘
仁
一
三
年
三
月
の
大
宰
府
疫
病
流
行
と
同
一
四
年
二
月
の
天
下
大
疫
と
の
間

に
は
約
一
年
間
も
の
誤
差
が
あ
る
。
こ
の
点
、
天
平
の
疫
病
に
お
い
て
、
大
宰
府
の
疫
病
の
発
生
が
報
じ
ら
れ
て
か
ら
、
間
を
置
か
ず
に
全
国

に
蔓
延
し
た
の
と
は
状
況
を
異
に
す
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
公
営
田
制
の
導
入
や
続
命
院
の
設
置
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
大
宰
府
が
受

け
た
被
害
が
深
刻
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
天
平
七
年
・
九
年
の
ケ
ー
ス
と
は
事
情
が
違
う
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
想
定
で
き
る
か
。
前
述
の
延
暦
九
年
に
起
こ
っ
た
大
飢
饉
も
遠
因
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
に
一
因
と
し
て
疑
わ

れ
る
の
は
、
大
宰
府
に
お
け
る
人
口
過
密
で
あ
る
。
大
宰
府
は
「
遠
朝
庭①
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
管
内
諸
国
か
ら
大
量
の
人
間
と
物
資

を
吸
い
上
げ
て
い
た
。『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
一
二
月
癸
酉
条
に
は
「
管
九
国
二
嶋
之
民
、
或
公
或
私
、
往
来
相
続
。
其
求
軽
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者
暫
経
壱時
月
一、
其
事
重
者
竟
飲歳
始
還
。
客
壱宿
於
府
倉
之
下
一、
賃
壱寄
於
閭
閻
之
間
一」と
記
さ
れ
て
お
り
、
長
期
滞
在
者
も
少
な
く
な
か
っ
た

と
み
ら
れ
る
。
京
に
や
っ
て
き
た
運
脚
が
、「
都
下
之
役②
」
と
し
て
長
期
滞
在
し
て
い
た
の
と
似
た
状
況
で
あ
る
。
大
量
の
人
間
の
往
来
と
滞

在
が
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
宰
府
は
第
二
の
京
で
あ
っ
た
。
一
見
大
宰
府
発
生
型
に
み
え
る
こ
の
疫
病
は
、
京
発
生
型
の
亜
型
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

弘
仁
年
間
に
は
二
度
も
全
国
的
な
疫
病
が
発
生
し
た
訳
だ
が
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
、
政
府
は
、
損
田
・
疫
病
が
確
認
で
き
な
い
限
り
、

単
な
る
飢
饉
で
は
賑
給
を
許
可
し
な
い
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
（『
類
聚
国
史
』
一
七
三
疾
疫
、
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
五
月
丙
子
条
）。
飢
饉
が

疫
病
の
誘
因
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
逆
効
果
に
も
み
え
る
対
策
だ
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
国
司
の
治
術
不
適
切
に
よ
っ
て
飢
饉
が
発
生
し

て
い
る
と
い
う
認
識
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
人
災
に
よ
る
飢
饉
の
た
め
に
賑
給
を
し
て
い
て
は
、
本
当
に
災
害
が
起
こ
っ
た
時
の
賑
給

が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
。
政
府
が
ま
だ
、
損
田
や
疫
病
発
生
の
実
否
を
確
実
に
把
握
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
様

子
が
確
認
で
き
る
。

天
長
年
間
に
は
、
天
長
二
年
（
八
二
五
）
に
「
諸
国
往
々
疫
癘
不
飲止
」（『
類
聚
国
史
』
一
七
三
疾
疫
）、
天
長
六
年
（
八
二
九
）
に
「
諸
国
頃
日

疫
癘
間
発
」（『
類
聚
国
史
』
一
七
三
疾
疫
）
と
、
尚
も
疫
病
の
頻
発
し
て
い
る
状
況
が
窺
え
る
が
、『
日
本
後
紀
』
の
該
当
部
分
が
散
逸
し
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
断
片
的
な
情
報
し
か
確
認
で
き
な
い
。

そ
れ
が
承
和
元
年
（
八
三
四
）
以
降
、『
続
日
本
後
紀
』
の
時
代
に
移
る
と
、
ほ
ぼ
毎
年
、「
疫
癘
間
発
」
の
記
事
が
現
れ
る③
。
飢
饉
の
記
事

も
、
天
平
宝
字
年
間
に
次
ぐ
頻
度
で
全
国
的
に
現
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
飢
饉
や
疫
病
が
発
生
し
た
地
域
の
分
布
が
明
ら
か
で
な
い
の
は
残

念
だ
が
、
飢
饉
と
疫
病
の
複
合
災
害
と
し
て
、
深
刻
な
被
害
が
発
生
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。

そ
の
後
、
疫
病
は
一
旦
終
息
し
た
か
に
み
え
た
が
、
前
掲
史
料
五
の
と
お
り
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
に
は
、「
京
師
及
畿
外
」
が
疱
瘡
の
流

行
に
見
舞
わ
れ
、
多
く
の
死
者
を
出
し
た
。
全
国
的
な
疫
病
で
あ
れ
ば
、
普
通
は
「
京
畿
七
道
」
と
で
も
表
記
す
る
と
こ
ろ
を
、
特
に
「
京
師

及
畿
外
」
で
疱
瘡
が
発
生
し
た
、
と
伝
え
て
い
る
た
め
、
京
が
被
害
の
中
心
と
推
定
さ
れ
る
。
実
際
、
こ
の
年
の
薨
卒
記
事
は
多
く
、
一
五
件
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に
も
上
る
。
う
ち
四
位
以
上
の
死
は
五
件
で
あ
っ
た
。
天
平
九
年
の
四
位
以
上
薨
卒
記
事
は
一
二
件
で
あ
る
か
ら④
、
こ
れ
と
同
列
に
扱
う
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
被
害
状
況
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

そ
し
て
、
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
に
な
る
と
、
再
び
「
頃
年
水
旱
不
飲時
、
疫
癘
間
発
」（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
元
年
七
月
一
三
日
丙
寅
条
）、

同
三
年
に
は
京
邑
に
お
い
て
一
〇
歳
以
下
の
子
供
の
間
に
赤
痢
が
流
行
り
（
同
三
年
八
月
是
月
条
）、
同
五
年
に
は
「
天
下
患
壱咳
逆
病
一」（
同
五

年
正
月
二
一
日
甲
申
条
）、「
近
来
以
来
、
疫
病
繁
発
、
死
亡
甚
衆
」（
同
五
月
二
〇
日
壬
午
条
）
と
い
っ
た
状
況
が
続
く
。

貞
観
期
に
は
、
諸
国
の
疫
病
記
事
も
複
数
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
数
ヵ
年
に
わ
た
る
デ
ー
タ
の
間
に
伝
播
が
成
立
し
て
い
る
の
か
判
断
し
に

く
い
た
め
、
伝
播
の
方
向
も
分
か
り
に
く
い
。
被
害
範
囲
に
関
し
て
は
、
山
陰
道
・
山
陽
道
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
と
み
る
意
見
が
あ
る⑤
。
前

章
で
確
認
し
た
奈
良
時
代
前
後
の
疫
病
伝
播
範
囲
に
照
ら
せ
ば
、
も
と
も
と
山
陰
道
・
山
陽
道
は
京
か
ら
伝
播
す
る
疫
病
の
常
襲
地
帯
と
み
ら

れ
る
の
で
、
こ
の
時
も
同
様
の
伝
播
を
示
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
全
国
的
な
疫
病
と
し
て
は
、
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
に
「
天
下
疾
疫
」
の
由
が
み
え
（『
日
本
紀
略
』
昌
泰
元
年
六
月
二
二
日
条
）、

「
京
中
・
外
国
の
疫
癘
」
を
消
さ
ん
が
た
め
に
遣
使
奉
幣
も
行
わ
れ
て
い
る
（
同
四
月
一
三
日
条
）。

九
世
紀
は
、
疫
病
が
頻
り
に
発
生
す
る
、
疫
癘
間
発
の
時
代
で
あ
っ
た
。

第
二
節

復
興
の
遅
延

こ
の
時
期
以
降
の
特
徴
と
し
て
、
疫
病
か
ら
の
復
興
遅
延
が
挙
げ
ら
れ
る
。
桓
武
天
皇
の
治
世
最
末
期
に
は
、
次
の
よ
う
な
綸
旨
の
言
葉
が

み
え
る
。

史
料
六
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
四
年
（
八
〇
五
）
一
二
月
壬
寅
条

営
造
未
飲已
、
黎
民
或
弊
、
念
壱彼
勤
労
一、
事
須
壱矜
恤
一。
加
以
時
遭
壱災
疫
一、
頗
損
壱農
桑
一。
今
雖
壱有
年
一、
未
飲聞
飲復
飲業
。
宜
壱量
飲事
優
矜

令
淫得
壱存
済
一。
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有
年
、
す
な
わ
ち
豊
作
の
年
で
あ
り
な
が
ら
、
災
疫
か
ら
の
復
興
が
完
了
し
て
い
な
い
、
復
興
遅
延
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
天
平

の
疫
病
の
後
で
す
ら
、
飢
饉
と
疫
病
の
悪
循
環
を
脱
し
、
復
興
を
成
し
遂
げ
た
律
令
国
家
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
に
は
じ
め
て
、
復
興
の
遅
延

が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
に
は
、
今
年
は
豊
年
だ
が
、
頃
年
水
旱
疾
疫
が
続
い
て
い
る
た
め
、
民
は
未
だ
興
復
を
得
ず
、
と
し
て
出
挙

の
利
息
が
軽
減
さ
れ
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
四
出
挙
事
、
弘
仁
元
年
九
月
二
三
日
太
政
官
符
）、
同
二
年
に
は
、「
昔
」
に
疾
疫
に
遭
っ
た
あ
と
、
続

い
て
旱
災
に
ま
で
見
舞
わ
れ
、
百
姓
は
未
だ
復
せ
ず
、
と
し
て
賑
給
が
行
わ
れ
て
い
る
（『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
五
月
癸
丑
条
）。
公
営
田
の
設

置
も
、
不
作
と
疫
病
に
苦
し
め
ら
れ
る
大
宰
府
の
民
は
、
変
治
（
臨
機
応
変
な
政
治
）
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
興
復
す
る
こ
と
は
難
し
い
、
と
い

う
小
野
峯
守
の
要
請
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
（『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
五
易
田
幷
公
営
田
事
、
弘
仁
一
四
年
二
月
二
一
日
太
政
官
奏
）。
九
世

紀
の
初
め
、
豊
作
の
年
で
す
ら
復
興
が
追
い
つ
か
な
い
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て
い
た
。
こ
れ
こ
そ
、
疫
癘
間
発
と
称
さ
れ
る
疫
病
連
鎖
の
起

点
だ
ろ
う
。

疫
病
の
連
鎖
は
、
弘
仁
年
間
に
は
「
大
同
以
来
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
表
明
さ
れ
て
い
た
（『
日
本
後
紀
』
弘
仁
五
年
七
月
己
巳
条
）。

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
疫
病
か
ら
の
復
興
遅
延
が
表
明
さ
れ
た
延
暦
二
四
年
は
、
大
同
の
疫
病
が
始
ま
る
大
同
二
年
の
わ
ず
か
二
年
前
で

あ
る
か
ら
、
延
暦
の
疫
災
と
大
同
の
そ
れ
は
連
続
的
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
大
同
年
間
を
疫
癘
間
発
の
起
点
と
み
た
嵯
峨
天
皇
の
朝
廷
は
、

嵯
峨
天
皇
の
先
代
で
あ
り
、
兄
で
も
あ
る
平
城
天
皇
の
平
城
遷
都
を
否
定
し
、
先
々
代
の
父
・
桓
武
天
皇
の
平
安
京
を
継
承
す
る
者
と
し
て
正

当
性
を
確
保
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
大
同
年
間
を
殊
更
に
貶
め
こ
そ
す
れ
、
延
暦
年
間
を
疫
癘
の
起
点
と
表
明
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。

一
方
、
貞
観
五
年
の
神
泉
苑
御
霊
会
に
お
い
て
は
、「
近
代
以
来
」
疫
病
が
繁
発
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
、
そ
の
原
因
は
御
霊
と
見
な
さ

れ
て
い
た
（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
五
月
二
〇
日
壬
午
条
）。
御
霊
の
う
ち
、
最
も
「
古
参
」
な
の
は
、
延
暦
四
年
に
死
去
し
、
同
一
一
年
に

祟
が
占
い
顕
さ
れ
た
早
良
親
王
で
あ
る
。
早
良
以
下
を
も
っ
て
、
疫
病
を
引
き
起
こ
す
御
霊
と
み
な
し
た
「
天
下
」
の
人
々
は
、
疫
病
の
連
鎖

の
起
点
が
延
暦
年
間
に
あ
っ
た
こ
と
を
正
し
く
記
憶
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
諸
国
御
霊
会
が
定
着
し
た
背
景
に
、
崇
道
天
皇
の
慰
霊
行
事
が
あ
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っ
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が⑥
、
同
時
に
、
頻
発
す
る
疫
病
と
い
う
現
実
問
題
が
、
こ
の
行
事
を
退
転
さ
せ
る
こ

と
な
く
根
付
か
せ
て
い
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
平
城
天
皇
は
父
親
か
ら
大
き
な
負
の
遺
産
を
継
承
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
彼
の
個
性
的
な
政
策
方
針
を
、
単
な
る
父
親
へ

の
反
抗
心
で
説
明
し
て
は
気
の
毒
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
平
城
天
皇
の
施
策
は
、
民
力
休
養
が
特
に
重
視
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ

る
と
の
意
見⑦
も
あ
る
。

こ
の
頃
に
は
、
疫
病
「
予
知
」
の
史
料
が
増
え
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
疫
病
予
知
の
初
出
は
天
平
宝
字
二
年
で
あ
る
が
、

そ
の
後
中
絶
し
、
延
暦
一
五
年
に
再
び
現
れ
て
以
降
は
徐
々
に
増
え
て
い
く
。
こ
れ
は
、「
取
り
敢
え
ず
疫
病
を
予
言
し
て
お
け
ば
当
た
る
」

と
い
う
状
況
が
現
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。

疫
病
の
連
鎖
は
、
桓
武
天
皇
の
施
政
に
よ
る
人
為
的
側
面
も
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
一
方
で
、
疫
病
は
飢
饉
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
気
象
と
の
相
関
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う⑧
。
た
だ
、
原
因
が
何
で
あ
れ
、
奈
良
時
代
に
は
確
認
で
き
な
い
復
興
遅
延

が
延
暦
年
間
に
発
生
し
、
こ
れ
以
降
に
疫
病
間
発
が
続
く
以
上
、
こ
こ
に
日
本
古
代
の
疫
病
の
歴
史
上
、
一
つ
の
画
期
を
見
い
だ
す
こ
と
は
不

当
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
画
期
と
は
、
奈
良
時
代
に
は
辛
う
じ
て
保
た
れ
て
い
た
疫
病
と
復
興
の
サ
イ
ク
ル
が
狂
い
、
不
可
逆
的
な
崩
壊
が
始

ま
る
画
期
で
あ
る
。

①

｢朝
庭
」
は
第
一
義
的
に
は
「
朝
参
の
庭
」
の
意
を
も
ち
、
官
人
や
公
民
の
朝

集
を
受
け
る
場
を
指
す
。

②

史
料
に
は
、『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
四
年
（
八
〇
五
）
一
二
月
壬
寅
条
「
諸
国

貢
調
脚
夫
、
或
国
役
壱五
箇
日
一、
或
国
三
箇
日
」、『
類
聚
国
史
』
一
七
三
疾
疫
、

大
同
四
年
九
月
丙
午
条
「
停
飲役
壱諸
国
脚
夫
於
京
下
一。
以
壱旱
疫
民
疲
一也
」、『
類

聚
三
代
格
』
巻
一
七
蠲
免
事
、
弘
仁
一
三
年
正
月
二
六
日
太
政
官
符
「
貢
調
人
夫
、

入
飲都
脱
飲担
、
未
飲経
壱幾
日
一、
東
西
駆
使
…
宜
溢諸
国
脚
夫
都
下
之
役
、
自
今
以

後
、
永
従
壱停
止
一」な
ど
と
し
て
み
え
る
。
脚
夫
た
ち
は
、
調
庸
を
届
け
て
も
す

ぐ
に
帰
国
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
京
で
駆
使
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
帰
国
の
資

を
稼
ぐ
と
い
う
積
極
的
意
義
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
脚
夫
に
と
っ
て
は

重
い
負
担
で
あ
っ
た
。

③

元
年
四
月
丙
午
条
「
疫
癘
頻
発
、」
二
年
四
月
丁
丑
条
「
諸
国
疫
癘
流
行
、
病
苦

者
衆
」、
三
年
七
月
癸
未
条
「
諸
国
疫
癘
間
発
、
夭
死
者
衆
」、
四
年
六
月
壬
子
条

「
疫
癘
間
発
、
疾
苦
者
衆
」、
五
年
四
月
甲
午
条
「
去
歳
年
穀
不
飲稔
、
疫
癘
間

発
」、
六
年
閏
正
月
丙
午
条
「
諸
国
疾
疫
、
百
姓
夭
折
」、
七
年
六
月
丁
巳
条
「
去

年
秋
稼
不
飲登
、
諸
国
告
飲飢
。
今
茲
疫
癘
間
発
、
夭
傷
未
飲弭
」、
同
月
庚
申
条
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「
諸
国
飢
疫
、
往
々
喪
亡
」、
八
年
五
月
己
丑
条
「
頃
年
水
旱
不
飲調
、
疫
癘
間

発
」、
一
〇
年
正
月
丁
酉
条
「
疫
癘
間
発
、
夭
死
者
衆
」。

④

『続
日
本
紀
』
は
五
位
以
下
の
卒
去
記
事
を
載
せ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
一

方
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
は
五
位
官
人
の
卒
去
記
事
を
多
く
載
せ
て
い
る
。

⑤

今
津
勝
紀
「
古
代
の
災
害
と
地
域
社
会

飢
饉
と
疫
病

」（『
歴
史
科

学
』
一
九
六
、
二
〇
〇
九
年
）。

⑥

西
本
昌
弘
『
早
良
親
王
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）。

⑦

春
名
宏
昭
『
平
城
天
皇
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）。

⑧

新
羅
で
は
、
九
世
紀
半
ば
以
降
、
疫
病
流
行
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
三

国
史
記
』
に
残
さ
れ
た
疫
病
記
事
は
む
し
ろ
か
な
り
少
な
く
、
史
料
残
存
状
況
に

問
題
が
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
参
考
ま
で
に
当
時
の
記
事
を
拾
う
と
、
発
生
順
に
、

①
六
六
一
年
（
文
武
王
一
一
年
（
六
七
一
）
七
月
二
六
日
条
）、
②
七
一
四
年

（
聖
徳
王
一
三
年
夏
条
、
旱
に
伴
う
）、
③
七
四
七
年
（
景
徳
王
六
年
冬
条
、
旱

に
伴
う
飢
饉
と
同
時
発
生
）、
④
七
九
六
年
（
元
聖
王
一
二
年
春
条
、
京
の
み
、

飢
饉
と
同
時
発
生
）、
⑤
八
三
三
年
（
興
徳
王
八
年
一
〇
月
条
、
飢
饉
に
続
い
て

発
生
）、
⑥
八
四
一
年
（
文
聖
王
三
年
春
条
、
京
の
み
）、
⑦
八
六
七
年
（
景
文
王

七
年
五
月
条
、
京
の
み
）、
⑧
八
七
〇
年
（
景
文
王
一
〇
年
冬
条
）、
⑨
八
七
三
年

（
景
文
王
一
三
年
春
条
、
飢
饉
と
同
時
発
生
）、
以
上
九
例
が
確
認
で
き
る
。
景

文
王
代
（
日
本
で
は
貞
観
年
間
の
頃
）
に
や
や
集
中
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ

以
外
に
は
大
き
な
ピ
ー
ク
は
確
認
で
き
な
い
。

第
五
章

マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
と
古
代
の
疫
病

古
代
に
お
け
る
疫
病
へ
の
対
処
法
と
し
て
は
、
前
述
の
道
饗
祭
が
著
名
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
令
逸鬼
魅
自
飲外
来
者
不
溢敢
入
壱京
師
一」（『
令

義
解
』
神
祇
令
5
季
夏
条
）
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
祭
り
は
、
毎
年
二
度
行
う
も
の
と
し
て
養
老
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
天
平
七
年

（
七
三
五
）
の
疫
病
発
生
の
時
の
よ
う
に
、
臨
時
に
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
一
般
に
四
角
四
堺
祭
と
呼
ば
れ
る
祭
祀
が
あ
る
。
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
に
は
、
京
師
の
四
隅
と
畿
内
の
十
堺
に
疫
神
を
祭
る
祭
祀

が
行
わ
れ
て
い
る
が
（『
続
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
六
月
甲
寅
条
）、
こ
れ
が
四
角
四
堺
祭
の
原
型
と
み
ら
れ
て
い
る
。
疫
病
が
起
こ
れ
ば
、
国
の
界

で
攘
祭
を
行
う
よ
う
指
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
四
月
丙
戌
条
）。
疫
癘
間
発
時
に
は
、
山
城
国
と
こ
れ
に
接
す
る

諸
国
に
使
者
を
派
遣
し
、
境
界
を
鎮
祭
し
て
時
気
を
防
ぐ
と
い
う
こ
と
も
行
わ
れ
た
（
同
四
年
六
月
癸
丑
条
）。
疫
病
と
は
、
外
か
ら
侵
入
す
る

疫
神
あ
る
い
は
時
気
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
こ
れ
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
、
京
に
は
二
重
三
重
の
境
界
祭
祀
と
い
う
防
壁
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い

た
。
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「
疫
病
は
外
か
ら
侵
入
す
る
」
と
い
う
観
念
は
根
強
か
っ
た
よ
う
で
、
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
に
京
邑
で
咳
逆
病
が
発
生
し
た
時
も
、
た

ま
た
ま
渤
海
使
が
来
て
い
た
た
め
に
、「
異
土
毒
気
」
の
せ
い
で
疫
病
が
発
生
し
た
と
見
な
し
て
大
祓
を
行
っ
て
い
る
（『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観

一
四
年
正
月
二
〇
日
辛
卯
条
）。
律
令
国
家
が
こ
れ
以
前
に
直
面
し
た
単
発
の
疫
病
と
し
て
、
最
も
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
の
は
天
平
九
年

の
疫
病
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
大
宰
府
発
生
型
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
、
疫
病
に
対
す
る
上
記
の
観
念
を
助
長
す
る
方
向
で
作

用
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
最
も
疫
病
か
ら
守
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
京
が
、
疫
病
の
発
生
限
と
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
日
本
古

代
の
疫
病
は
、
こ
ち
ら
が
主
流
だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
御
霊
の
観
念
は
、
京
発
生
型
の
疫
病
を
説
明
す
る
上
で
整
合
的
な
性
格
を
も
つ
。
京
の

朝
廷
に
恨
み
を
残
し
た
御
霊
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
が
も
た
ら
す
疫
病
は
、
京
を
最
初
に
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
。

大
宰
府
発
生
型
は
発
生
頻
度
こ
そ
低
い
が
被
害
は
甚
大
で
あ
り
、
古
代
の
人
々
が
古
く
か
ら
も
つ
疫
病
観
に
も
整
合
的
な
疫
病
で
あ
っ
た
。

あ
る
い
は
、
よ
り
未
発
達
な
時
代
、
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
に
即
し
て
い
え
ば
免
疫
力
格
差
が
甚
だ
し
か
っ
た
時
代
に
、
こ
う
し
た
疫
病
観
を

形
成
さ
せ
る
よ
う
な
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
記
憶
が
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
京
発
生
型
は
、
大
宰
府
発
生
型
ほ
ど
の
被
害
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
と
み
ら
れ
る
も
の
の
、
頻
繁
に
発
生
し
た
。
律
令
国
家
の
成

立
以
降
、
列
島
内
の
交
通
が
活
発
化
し
、
京
へ
人
口
が
集
中
し
て
い
く
中
で
、
こ
の
タ
イ
プ
の
疫
病
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
は
跳
ね
上
が
っ
た
だ

ろ
う
。
た
だ
し
被
害
地
域
に
は
偏
り
が
あ
り
、
京
・
畿
内
を
中
心
に
、
山
陰
・
山
陽
両
道
、
南
海
道
の
瀬
戸
内
海
側
の
他
、
東
山
・
北
陸
両
道

は
近
国
の
み
、
東
海
道
は
駿
河
あ
た
り
ま
で
が
被
害
を
受
け
や
す
い
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
京
か
ら
徒
歩
一
〇
日
以
内
に
近
似
す
る
が
、
そ
れ

よ
り
も
や
や
西
に
偏
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
偏
り
は
、
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
に
則
れ
ば
、
ま
ず
人
口
格
差
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
人
口
密
度
に
関
し
て
は
、
近
年
新
た
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
の
は
差
し
控
え
た
い①
。
少
な
く
と

も
、
こ
れ
ら
の
地
域
こ
そ
、
律
令
国
家
の
政
策
に
牽
引
さ
れ
て
、
活
発
な
人
間
の
移
動
が
あ
っ
た
地
域
と
見
な
す
限
り
に
お
い
て
問
題
は
な
い
。

運
脚
た
ち
の
移
動
も
そ
の
大
き
な
部
分
を
構
成
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、
全
国
津
々
浦
々
ま
で
疫
病
が
届
け
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
し
、
疫
病
発
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生
時
期
も
必
ず
し
も
運
脚
の
移
動
時
期
と
は
合
致
し
な
い
。
正
税
帳
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
官
人
の
移
動
や
商
旅
の
移
動
な
ど
、
多
様
な
交
通
を

想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
移
動
だ
け
で
な
く
、
京
に
お
け
る
長
期
の
滞
在
も
、
疫
病
リ
ス
ク
を
上
昇
さ
せ
る
因
子
と
し
て
重
要
だ
っ
た
。

京
発
生
型
・
大
宰
府
発
生
型
い
ず
れ
の
疫
病
も
、
飢
饉
が
大
き
な
誘
因
と
な
る
。
疫
病
が
蔓
延
し
、
病
人
が
増
加
す
る
と
、
田
地
が
荒
廃
し
、

次
な
る
飢
饉
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
悪
循
環
に
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
律
令
国
家
の
極
端
な
農
本
主
義
は
、
こ
の
悪
循
環
を
よ
り
深
刻
化

さ
せ
る
構
造
的
障
害
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
た
。

そ
れ
で
も
奈
良
時
代
の
間
は
、
辛
う
じ
て
都
度
復
興
が
可
能
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
延
暦
末
年
に
破
綻
が
生
じ
、
疫
癘
間
発
と
称
さ
れ
る
状
況

が
続
く
。
以
降
、
特
に
貞
観
年
間
ま
で
頻
繁
に
疫
病
が
発
生
す
る
が
、
こ
の
間
に
失
わ
れ
た
人
口
・
荒
廃
し
た
田
畑
は
、
疫
死
・
不
堪
佃
田
と

し
て
大
き
な
負
債
を
残
し
た
は
ず
で
あ
る
。
本
来
、
疫
死
・
不
堪
佃
田
を
防
ぐ
べ
き
国
司
た
ち
が
、
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
の
拡
大
を
図
っ
て
い

た②
こ
と
を
思
え
ば
、
順
調
な
復
興
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

以
上
は
、
九
世
紀
以
前
の
疫
病
の
動
向
か
ら
、
律
令
国
家
の
構
造
と
そ
の
変
化
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
分
析
視
角
が
か
な
り
限
定
さ
れ
て

お
り
、
考
慮
す
べ
く
し
て
考
慮
し
て
い
な
い
要
素
（
た
と
え
ば
飢
饉
・
疫
病
以
外
の
災
害
の
影
響
）
も
あ
る
た
め
、
妥
当
性
を
欠
く
部
分
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
各
時
代
に
お
け
る
疫
病
の
固
有
の
在
り
方
を
抽
出
し
、
い
わ
ば
歴
史
な
き
自
然
現
象
を
個
別
具
体
の
歴
史
に
落
と
し
込
む
努

力
を
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

制
度
面
で
は
、
正
税
の
蓄
積
と
の
関
わ
り
が
想
起
さ
れ
る
。
正
税
の
蓄
積
は
、
天
平
期
と
延
暦
期
と
い
う
二
度
の
停
滞
期
を
挟
み
つ
つ
、
寛

平
年
間
ま
で
、
少
な
く
と
も
帳
簿
上
は
順
調
に
続
い
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る③
。
で
は
、
そ
の
内
実
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

疫
病
の
歴
史
は
、
天
平
期
以
降
の
復
興
に
積
極
、
延
暦
期
以
降
の
復
興
に
消
極
の
評
価
を
下
す
が
、
疫
病
か
ら
の
復
興
遅
延
が
す
ぐ
さ
ま
現
実

と
帳
簿
の
乖
離
と
し
て
結
果
し
た
と
は
限
ら
な
い
。
制
度
の
退
転
に
は
い
く
つ
か
の
転
機
が
あ
り
、
疫
病
報
告
制
度
に
関
し
て
は
、
疫
死
の
不

実
化
（
国
司
側
の
問
題
）、
検
疫
死
使
の
退
転
（
中
央
政
府
側
の
問
題
）
と
い
う
少
な
く
と
も
二
段
階
が
想
定
で
き
る
。
計
帳
に
関
し
て
は
最
近
研

究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が④
、
正
税
帳
と
現
実
の
乖
離
に
つ
い
て
は
深
め
る
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

日本古代の疫病とマクニール・モデル（本庄）
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マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
の
適
用
に
関
し
て
は
、
フ
ァ
リ
ス
氏
が
強
調
し
た
日
本
の
孤
絶
性
は
限
定
的
と
み
ら
れ
る
が
、
今
回
の
分
析
で
、
列

島
内
部
に
も
、
疫
病
の
影
響
を
受
け
や
す
い
地
域
と
、
そ
う
で
な
い
地
域
は
や
は
り
存
在
す
る
こ
と
が
、
そ
の
具
体
的
な
範
囲
に
即
し
て
浮
き

彫
り
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
時
期
の
村
落
の
消
長
が
畿
内
と
九
州
北
部
と
に
お
い
て
特
異
な
動
き
を
示
す
事
実⑤
と
は
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る

の
か
。
ミ
ク
ロ
寄
生
を
受
け
や
す
い
地
域
は
、
本
当
に
マ
ク
ロ
寄
生
の
支
配
関
係
上
も
有
利
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
い
か
な
る
条
件
下
で
妥
当
性
を
も
つ
の
か
。
一
〇
世
紀
以
降
の
坂
東
地
域
の
展
開
と
も
関
わ
っ
て
興
味
は
尽
き
な
い
が
、
こ
れ
は
今
の

私
の
力
に
は
余
る
。
マ
ク
ニ
ー
ル
・
モ
デ
ル
は
、
人
口
が
集
中
し
、
交
流
が
多
い
地
域
の
優
位
性
を
当
然
視
す
る
点
に
お
い
て
予
定
調
和
的
な

理
論
で
あ
る
が
、
疫
病
は
覇
権
地
域
こ
そ
を
集
中
的
に
攪
乱
す
る
と
い
う
側
面
を
も
つ
点
を
改
め
て
強
調
す
る
に
と
ど
め
、
擱
筆
す
る
。

①

今
津
勝
紀
氏
が
、
日
本
古
代
の
人
口
密
度
分
布
に
つ
き
、
従
来
説
と
は
異
な
る

見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
論
文
化
を
鶴
首
し
て
待
ち
た
い
。

②

寺
内
浩
「
大
帳
・
正
税
帳
制
度
の
解
体
」（
同
『
受
領
制
の
研
究
』、
塙
書
房
、

二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）
な
ど
。

③

渡
辺
晃
宏
「
平
安
時
代
の
不
動
穀
」（『
史
学
雑
誌
』
第
九
八
編
第
一
二
号
、
一

九
八
九
年
）。

④

吉
川
真
司
「
九
世
紀
の
調
庸
制

課
丁
数
の
変
化
と
偏
差

」（
角
田
文

衞
（
監
修
）、
財
団
法
人
古
代
學
協
會
（
編
）『
仁
明
朝
史
の
研
究

承
和
転
換

期
と
そ
の
周
辺

』、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）。

⑤

坂
上
康
俊
「
律
令
国
家
の
法
と
社
会
」（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会

（
編
）『
日
本
史
講
座
』
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
京
都
府
立
大
学
文
学
部
講
師
）
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McNeilʼs Model and Pestilence in Ancient Japan

by

HONJO Fusako

According to William H. McNeil the determining factor separating the

rulers and the ruled is the gap in their level of immunity to pestilence or

epidemics. This gap is the product of the discrepancies between the

population and the degree of its contact with outsiders. It has been claimed

that because there was little contact with the outside world in ancient Japan,

immunity to pestilence was weak and the society was subject to severe

outbreaks of harmful pestilence.

Certainly, it is true that the view that invasive pestilence originated from

abroad was deeply rooted in Japan, and religious rites were developed to

protect the capital from disease. In addition, it is highly likely that the

epidemics that struck in Tenpyô 7 and 9 (735 and 737) did spread from

abroad, and were responsible for a remarkable level of harm seldom seen in

the history of epidemics in Japan.

However, it was generally the case that epidemics in ancient Japan were

centered instead on the capital and spread from there. The area within ten-

days of walking from the capital (however tending toward the west) was the

typical target area. And in addition, when an epidemic struck, areas within

the capital with the greatest population density were severely struck, and

the Kinki region around the capital was struck next.

Generally speaking, it has often been the case that outbreaks of an

epidemic are triggered by lowered levels of resistance due to famine, but in

the case of ancient Japan, it was frequently the case that famine brought on

epidemic instead. Because ancient Japan operated on the principles of an

agricultural society, paddy land where rice could be grown was invested

with the greatest share of labor, and when a labor shortage was caused by

an epidemic, the paddies were left to ruin and further famine and epidemic

ensued. In ancient Japan the harmful effects of famine and epidemics were

closely linked.

Even so, after the outbreak of an epidemic during the years roughly

corresponding to the Nara period, the fixed level of the population was
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usually maintained after recovery was achieved. Some theories suppose that

a great population increase occurred in the meantime

However, from the beginning of the 9
th

century, there was a slowdown in

the recovery rate following the outbreak of an epidemic. Even in the years

of abundant crops recovery from epidemics continued to be incomplete. In

the 30 years before and after the turn of the century outbreaks of pestilence

struck frequently throughout Japan and there was no stopping the series of

famines and epidemics. As a result, population decline and ruined fields

greatly increased. Because the populace and paddy lands were the

fundamental capital for the ritsuryo-governed state of ancient Japan, one can

say that the very foundations of the ritsuryo state itself were being

undermined by the frequent outbreak of epidemics.

Furthermore, as if operating in concert with these, in the first half of the

9
th

century, it was often the case that local officials did not provide accurate

reports of the outbreaks of these epidemics. In order to reduce the amount of

tax collected by the central government, local officials would attempt to

over-estimate the damage caused by an epidemic. The central government at

first tried to strictly restrain this tactic, but by the middle of the 9
th

century

it had lost its fervor to police local officials.

The rise of the risk of epidemic due the concentration of the populace

shook the foundations of the society but also had the effect of increasing

mobility. As the McNeil model views regions with concentrated populations

with many interactions as naturally dominant, it is an argument

characterized by anticipated harmony, but given concentrated disturbance of

the dominant area by epidemics, it is necessary to reevaluate the historical

significance possessed by pestilence.

Key Words ; Ancient Japan, pestilence
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